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土木工事現場必携の利用にあたって 

 この土木工事現場必携（以下「必携」という。）は、愛知県企業庁が発注した土木

工事（維持作業を含む）の適正な施行と施行手続き等の統一的な運用を目的に、現場

実務に携わる全ての者を対象とした手引き書として、土木工事標準仕様書、各種要

領等の関係資料をもとに、施行手続きの作成例を合わせ、取りまとめたものであ

る。 

本必携の内容と利用にあたっての留意事項を以下に示す。 

 第１章の一般事項では、この必携の目的を明確にするとともに、土木工事の施行に

関する、手順、体制、監督についてのあらましを説明した。また、土木工事の請負契

約の内容及び契約変更までの流れのあらましを説明した。 

 第２章の書類関係では、監督の流れ、書類作成方法について説明した。監督の流れ

では、各施工段階における注意事項、参照する資料について記載してある。また、書

類作成方法では、監督の流れにある書類番号により記載例が整理してある。 

 第３章の施工関係では、土木工事の施工に必要な施工管理、安全管理についての実

務の内容と方法を、具体的に説明した。中でも、施工管理表は、土木工事等を適切に

施工するうえで、主な工種の施工段階における、施工計画・施工管理等の主なポイン

トを系統的に網羅し、収録したものである。現場実務の手引きとして、各施工段階に

おいて、確認するよう習慣づけていただきたい。 

 第４章の検査関係は、工事検査の分類と要領、事務手続き及び検査に関する留意事

項について説明したもので、十分に把握していただきたい。 

 第５章の各種様式は、契約関係、建設リサイクル法関係、施工関係、出来形・品質

管理関係及び検査関係の、主な様式を収録したもので現場実務において利用していた

だきたい。 

 第６章の資料は、土木工事の現場実務に必要な各種資料を収録したもので、適宜利

用していただきたい。 

 なお、この必携に記載の作成例は、標準的なものを示したものであり、作成方法を

拘束するものではないことに留意していただきたい。 
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第１章 一般事項 

１－１ 目 的 

この土木工事現場必携（以下「必携」という｡）は、愛知県企業庁が施行する土木工事等の現

場実務の手引きとして、工事等の適正な施行の確保を図ることを目的とし、作成した。 

１－２ 用 語 

この必携で使用される用語（略語）の定義は、下表のとおりとする。 

用語（略語） 用語（略語）の定義 

工事等 土木工事及び維持作業 

仕様書 土木工事標準仕様書及び特記仕様書 

標準仕様書 土木工事標準仕様書 

施工管理基準 土木工事標準仕様書のうち土木工事施工管理基準 

写真管理基準 土木工事標準仕様書のうち写真管理基準 

特仕 特記仕様書 

監督員 総括監督員、主任監督員及び専任監督員 

設計図書 設計書、図面、仕様書及び現場説明書等 

契約書 契約書（愛知県企業庁公共工事請負契約約款を含む） 

契約図書 契約書及び設計図書 

設計変更 設計図書の変更 

入

札

契

約

施　工 完了検査 引渡し

現 場 実 務
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１－３ 契約関係 

(１) 概 説

工事等の請負契約は、建設業法 第 18 条に定める「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等

な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければな

らない。」という原則に基づき実施されている。 

契約方式には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約が定められている。 

契約方式 契約書

一般競争入札

指名競争入札請負契約

総価契約

単価契約

随意契約
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(２) 請負契約の内容

請負契約は、契約書及び設計図書からなり、その内容は以下のとおりである。 

(ｱ) 契約書

区分 総価契約 

契約書

の内容 

１ 工事名 ３ 工事場所  ５ 請負代金額 

２ 路線等の名称 ４ 工 期 ６ 契約保証金 

約款の 

条項 

第１条 総則 第２条 関連工事の調整 

第３条 請負代金内訳書及び工程表 第４条 契約の保証 

第５条 権利義務の譲渡等 第６条 下請負の制限等 

第７条 下請負人の通知 第７条の２ 下請負人の健康保険等加入義

務等 

第８条 下請負人の育成、指導 第９条 特許権等の使用 

第 10 条 監督員 第 11 条 現場代理人及び主任技術者等 

第 12 条 履行報告 第 13 条 工事関係者に対する措置請求 

第 14 条 工事材料の品質及び検査等 第 15 条 監督員の立会い及び工事記録

の整備等 

第 16 条 支給材料 第 17 条 工事用地の確保等 

第 18 条 設計図書不適合の場合の改

造義務及び破壊検査等 

第 19 条 条件変更等 

第 20 条 設計図書の変更 第 21 条 工事の中止 

第 21 条の 2 著しく短い工期の禁止 第 22 条 請負者の請求による工期の延長 

第 23 条 発注者の請求による工期の

短縮等 

第 24 条 工期の変更方法 

第 25 条 請負代金額の変更方法等 第 26 条 賃金又は物価の変動に基づく

請負代金額の変更 

第 27 条 臨機の措置 第 28 条 一般的損害 

第 29 条 第三者に及ぼした損害 第 30 条 不可抗力による損害 

第 31 条 請負代金額の変更に代える

設計図書の変更 

第 32 条 中間検査 

第 33 条 完了検査及び引渡し 第 34 条 請負代金の支払い 

第 35 条 部分使用 第 36 条 前金払及び中間前金払 

第 37 条 前払金の使用等 第 38 条 部分払 

第 39 条 部分引渡し 第 40 条 前払金等の不払に対する工事

の中止 

第 41 条 契約不適合責任 第 42 条 履行遅滞の場合における申出 

第 43 条 発注者の任意解除権 第 44 条 発注者の催告による解除権 

第 45 条 発注者の催告によらない解

除権 

第 46 条 暴力団等排除に係る解除 

第 47 条 談合その他不正行為に係る

解除 

第 48 条 発注者の責めに帰すべき事由

による場合の解除の制限 

第 49 条 請負者の催告による解除権 第 50 条 請負者の催告によらない解除権 

第 51 条 請負者の責めに帰すべき事

由による場合の解除の制限 

第 52 条 解除に伴う措置 

第 53 条 発注者の損害賠償請求等 第 54 条 談合その他不正行為に係る賠

償金の支払い 

第 55 条 請負者の損害賠償請求等 第 56 条 契約不適合責任期間等 

第 57 条 火災保険等 第 58 条 妨害等に対する報告義務等 

第 59 条 あっせん又は調停 第 60 条 仲裁 

第 61 条 補則 
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(ｲ) 設計図書

(３) 契約関係書類

各様式は第５章 各種様式  契約関係様式 参照 

設計図書

設 計 書

図 面

仕 様 書

位置図、平面図、縦横断図、詳細図等

土木工事標準仕様書

特記仕様書

土木工事標準仕様書(本文)

写真管理基準

土木工事施工管理基準

(４) 契約変更までの流れ

 契約変更の手続き

　設計図書の変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、事務の簡素化と合

理化を図ることを目的に、「愛知県企業庁設計変更ガイドライン（統合版）」が定められている。 

　条件変更及び設計変更を行う場合は、この規定によることを「土木工事標準仕様書」で明示した。 

　条件変更、設計変更及び契約変更の手続きの概要は、次頁のとおりである。なお、様式は土木工

事現場必携 p.5-1 及び愛知県企業庁ホームページを参照のこと。 

（愛知県企業庁ホームページ：https://www.pref.aichi.jp/kigyo-somu/） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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～企業庁ホームページ～
☆☆　土木工事現場必携の関係の書類　☆☆

【公共工事関係】－標準仕様書・監督・検査・各種要領等

←　☆☆　こちらにあります。　☆☆



○ 設計変更手続きフロー（約款第19条・第20条・第21条）

◆その他「約款」に記載されている設計・契約変更の対象となる事項

◇第 ９条：特許権等の使用

◇第１６条：支給材料

◇第１８条：設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等

◇第２２条：請負者の請求による工期の延長

◇第２３条：発注者の請求による工期の短縮等

◇第２６条：賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更

◇第２７条：臨機の措置

◇第２８条：一般的損害

◇第３０条：不可抗力による損害

事務フロー

第１章 １－３ 契 約 関 係 
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(ｲ) 設計変更資料の作成

(ⅰ) 図面の変更 

元設計と変更設計の対照図面は、元設計と変更設計が判読しやすいよう、設計値については元

設計を［ ］書きで表示し、変更設計を下段に記入する。また、設計変更で廃止される部分(設

計値は除く)を黄色、追加もしくは変更される部分(設計値は除く)は赤色で表示する。 

変更設計を別図とした場合は、元設計図を添付する。 

図面が変更のない場合は、添付を要しない。 

(ⅱ) 数量計算書の変更 

図面の変更に準じて作成する。 

[55.0] 元 

58.0m 変更 

赤 
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(５) 工期変更

工期は工事施行に際し変更の必要を生じないように設定されていることは言うまでもないが、土

木工事の性格上不確定な条件が多く、予測し得ない工期変更が発生する。 

このため、工期変更の手続きについて契約書及び標準仕様書に必要な事項が定められている。 

工期変更の手続きの概要は、下図のとおりである。 

 

 

注) 愛知県企業庁工事事務取扱要領の様式による(第５章  契約関係様式 参照) 

備考「③工期変更の協議書提出」は､複数の「②工期変更の事前協議」を対象に、一括して行うことができる。 

④工期変更協議

・請負者から監督員へ提出
・変更工程表などを添付

・様式第35 契約期間の変更について(協議)

・様式第36 契約期間変更承諾書

①工期の変更事由 発生

②工期変更の事前協議 「④工期変更協議」の対象であるか否かの確認

③工期変更の協議書 提出

「④工期変更協議」の
対象であることを確認

「④工期変更協議」の
対象でないことを確認

工 事 完 了

原工期末

変更工期末

工 事 完 了

標準仕様書第1編1-1-17 第2～4項

標準仕様書第1編1-1-17 第1項

注)

工期変更

監督員から請負者への確認結果 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

(請負者の請求による場合) 

・様式第27 契約期間延長請求書
・様式第30 契約期間の延長について(通知)

(請負者の請求によらない場合) 
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１－４ 工事等の施行 

土木工事等の施行は、発注者と請負者との双務契約に基づき実施される。その実施形態につい

ては、次のとおりである。 

なお、現場責任者を配置する工事は、現場代理人を現場責任者と読み替える。 

(１) 施行手順

施　　　　工

落
札
者
決
定

入

札

建

設

リ

サ

イ

ク

ル

法

に

基

づ

く

書

類

提

出

（落札者）

契

約

工
事

完

成

完
了
検
査

検
査
結
果
通
知

引
き
渡
し

検

査

合

格

日

工
事
着
手

建設リサイクル法の内容に変更があ

る場合は、同法の書類提出

設計変更

変更契約

落

札

者

注) 「建設リサイクル法に基づく書類提出」は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第１項の

規定による｢説明書｣の提出（同法第 13 条の規定により工事請負契約書に記載すべき｢特記事項｣を含む） 

(２) 施行体制

発 注 者 監 督 員
総括監督員
主任監督員
専任監督員

工
事
現
場

請 負 者

請負契約

現場代理人等 現場代理人

主任技術者
監理技術者
監理技術者補佐
専門技術者

(発注者)

(請負者)

届

出

通

知

権
限
の
行
使

契
約
履
行
に
関
し

工事等の監督

工事等の運営管理

任 命

選 任

【愛知県　土木工事現場必携】　　

↑
完
了
通
知

（
）

（
）

（
）
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(３) 監 督

(ｱ) 監 督

契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認、把握等を

行い、契約の適正な履行を確保することをいう。 

(ｲ) 監督員と監督業務の分担

監督員 監 督 業 務 の 分 担 内 容 

専
任
監
督
員

１ 契約の履行についての請負者又は現場代理人に対する指示、承諾、又は

協議 

２ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負

者が作成した詳細図等の承諾 

３ 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査又は工事材

料の試験若しくは検査（確認を含む。） 

４ 関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合における施工の調整 

５ 上記１から４に関する事項(軽易と判断される事項を除く。)及び設計図

書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項の主

任監督員への報告 

６ 工事検査に必要な工事関係書類の整備 

主
任
監
督
員

１ 重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の

必要があると認められる事項の総括監督員への報告 

２ 専任監督員の指導監督 

３ 総括監督員を置かない工事において、特に重要と判断される事項及び設

計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項

の所長への報告及び監督業務のとりまとめ 

総
括
監
督
員

１ 特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変

更の必要があると認められる事項の所長(本庁施行工事においては、企業

　 庁長。)への報告 

２ 主任監督員及び専任監督員の指導監督ならびに監督業務のとりまとめ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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(ｳ) 監督の方法

注） 電子メールによる報告、通知、連絡については、「電子メールを活用した情報共有実施要領」

(愛知県建設局)及び「愛知県情報共有運用ガイドライン」によること 

監督の方法 内 容 摘  要 

指 示 契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工

上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。 

標準仕様書 

第１編 1-1-2 

第 14 項 

承 諾 契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員また

は請負者が書面により同意することをいう。 

同 上 

第 15 項 

協 議 書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員

と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

同 上 

第 16 項 

提 出 監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に

対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明のうえ差し出

し、受理されることをいう。 

同 上 

第 17 項 

提 示 監督員が請負者に対し、または請負者が監督員または検査員に

対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明するこ

とをいう。 

同 上 

第 18 項 

報 告 請負者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面等

により知らせることをいう。 

同 上 

第 19 項 

通 知 発注者または監督員と請負者または現場代理人の間で、工事の

施工に関する事項について、書面等により互いに知らせること

をいう。 

同 上 

第 20 項 

連 絡 監督員と請負者または現場代理人の間で、契約書第1 9条に該当

しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファ

クシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

同 上 

第 21 項 

受 理 契約図書に基づき、請負者、監督員が、相互に提出された書面

を受け取り、内容を把握することをいう。 

同 上 

第 22 項 

書 面 工事打合せ簿等の伝達物をいい、情報共有システムを用いて作 

成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたもの 

を有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有システムを用い 

ない場合は、発行年月日を記載し、記名したものを有効とする。 

同 上 

第 23 項 

確 認 契約図書に示された事項について、監督員、検査員または請負

者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書

との適合を確かめることをいう。 

同 上 

第 24 項 

立 会 契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その

内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

同 上 

第 25 項 

段階確認 設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、

出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

同 上 

第 26 項 

把 握 監督員が臨場または提出もしくは提示を受けた資料により施工

状況、使用材料、提出資料の内容等について、契約図書との適

合を自ら認識しておくことをいう。 

－ 

調 整 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障が

ないよう協議し、必要事項を請負者に対し指示することをいう。 

－ 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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(ｴ) 要領

「愛知県企業庁工事監督要領」 

（第６章 工事監督要領 参照） 

(４) 施工体制の点検

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において発注者は、施工技術者の設置

の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、工事現場の施工体制が施工体制台帳

の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講ずることが、義務付けられている。 

このため、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」により、工事現場等における

施工体制の点検要領を定め、土木工事監督要領「施工プロセスのチェックリスト」により、点検を

実施している。 

また、国土交通省が進める「施工体制に関する全国一斉点検」に選定された工事は、前述の点検

に加え、国土交通省が定めた「一斉点検要領」により点検を実施している。 

（第６章 資料 6-5 工事現場における適正な施工体制の確保等について 参照） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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(５) 建設業法等による工事現場への掲示 

建設業法等により、工事現場への掲示が必要な許可票等には、下表のものがある。 

掲示するもの 掲示場所 対象工事等 摘 要 

建設業の許可票 

(元請のみ) 

公衆の見やすい場所 全ての工事 建設業法第 40 条 

同法施行規則第 25条 

施工体系図 工事関係者の見やす 

い場所及び公衆の見 

やすい場所 

下請負契約を締結した場

合 

建設業法第 24 条の８ 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

第 15条 

標準仕様書第１編 1-1-12第２項 

再下請負通知書の 

提出案内 注) 

工事現場の下請負人 
の見やすい場所 
 

施工体制台帳作成対象の

工事 

建設業法施行規則第 14 条の３第１項 

建設リサイクル法 

通知済ステッカー 

工事現場の標識など 

公衆の見やすい場所 

同ステッカーを監督 

員から受領した工事 

標準仕様書第 1編 1-1-21第７項 

再生資源利用計画書 

再生資源利用促進 

計画書 

再生資源利用促進 

計画の作成に伴う 

結果確認表 

公衆の見やすい場所 一定規模以上の指定副産

物を搬出、および建設資

材を搬入する工事 

第２章 2-2 

7－2(12)参照 

資源の有効な利用の促進に関する法律 

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関す 

る判断の基準となるべき事項を定める省令第 8 条第 4 項 

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生 

資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項 

を定める省令第７条第４項 

労災保険関係成立票 労働者の見やすい場 

所 

全ての工事 労働者災害補償保険法施行規則第 49 条 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第 77 条 

「建設業退職金共 

済制度適用事業主 

工事現場」の標識 

工事現場または事業 

場内 

建設業退職金共済制 

度に該当する工事 

標準仕様書第 1編 1-1-49第６項 

作業主任者一覧表 関係労働者の見やす 

い箇所 

作業主任者を選任し 

なければならない工事 

 

労働安全衛生規則第 18 条 

作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を記載 

解体等工事の事前調

査結果 

工事関係者の見やす 

い場所及び公衆の見 

やすい場所 

建築物等の解体、改 
築、補修作業を伴う工 
事 

大気汚染防止法第 18 条の 15 

石綿障害予防規則第３条 

熱中症による重篤化
を防止するための実
施手順を含めた緊急
連絡体制表 

工事関係者の見やすい

場所 

全ての工事（ただし、明
らかにＷＢＧＴが 28 度
以上又は気温が 31 度以
上にならない期間での作
業を行う工事においては
対象外とすることができ
る。） 

労働安全衛生規則第 612 条の 2 

熱中症を生じるおそれのある作業 

 

注) 工事現場への掲示文例 

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞な

く、工事現場内建設ステーション／△△営業所注 1)まで、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 14 条

の４に規定する再下請負通知書を提出して下さい。一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月

日を付記して同様の書類の提出をしてください。 

注１)提出すべき場所を明確に記載すること ○○建設㈱ 
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第２章 書類関係 

２－１ 監督の流れ 
ここでは、一般的な工事における、監督員の仕事の流れについて示す。それぞれの項目でのマ

ークの意味は、以下のとおりである。 

Ⅰ 設計図書の作成 

 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※本章において「条件変更確認請求」は「工事打合簿（条件変更確認請求)」に、「条件変更確

認」は「工事打合簿(条件変更確認)」に読み替える。

※「工事協議書」は契約関係書類、「工事打合簿(条件変更確認請求・条件変更確認)」は施工関

係書類とする。
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Ⅱ 工事着手まで 

 

 

Check! 

・ 特記仕様書記載事項が、設計書に正しく反映されているかを確認

・ 整理した積算条件により設計書を作成

・ 設計書、仕様書、図面等の不一致が無いかを確認

① 設計図書の作成

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設リサイクル法）第 9 条に規定する対象

工事（土木工事は、請負代金 500 万円以上）においては、特定建設資材（①コンクリート②コ

ンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート）を現場で分別し、再

資源化することが義務づけられている。

詳しくは公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領(第 6 章 6-24 へ)

② 建設リサイクル法に関する手続き

落札者決定 

請負者決定（契約の締結） 

Check! 

・ 技術者は必要か←建設業法外の工事であれば、技術者は不要（建設業法第 2 条 1）

・ 技術者に専任制が求められるか←請負金額 4,500 万円以上で現場に専任（建設業法

第26 条）

・ 監理技術者が必要か←下請総額 5,000 万円以上で必要。資格等詳しくは監理技術者

制度運用マニュアル（第 6 章 6-1）へ

・ コリンズシステムによる「登録のためのお願い」を確認する（標準仕様書第 1 編 1-1-7）

③－１ 配置技術者の把握 監督開始 

Check! 

・ 配置するのは現場代理人か、現場責任者か←建設業法以外の工事、請負金額が 500 万

円未満の工事は現場責任者を配置。

・ 現場代理人と現場責任者を兼務しているか。兼務している場合は、安全管理体制につい

て確認する。

③－２ 現場代理人・責任者の把握

１．現場代理人等通知書（p．2－11 へ） 

提出：請負者→発注者 

２．監督員はコリンズからの登録確認メールにより登録内容の確認を行う。 

 （p．2－17 へ） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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Check! 

・ 特記仕様書に記載のある貸与物を渡す

例）  既設構造物・障害物、事業損失防止物件、工事区域用地等

⑤着手前の打合せ

Check! 

・ 愛知県企業庁「設計変更ガイドライン（統合版）」の「Ⅰ　設計変更ガイドライン　6設
計図書の照査について」の内設計図書の照査チェックリストに基づき、設計照査を行う

・ 照査結果を、発注者に報告

・ 照査に関して、詳しくは p．2－27 を参照のこと

⑥－１ 設計図書の照査

６．条件変更確認請求の通知（p．2－30 へ） 

通知：請負者→発注者 

③－３ 兼務届・工程表の確認

・｢工事現場における現場代理人の常駐の運用について｣のうち、運用の２による双方

が建設局・都市･交通局発注工事の場合以外で、現場代理人等が兼務する場合や

専任の主任技術者及び監理技術者が他工事と兼務する場合は、「現場代理人等通

知書」に兼務届及び工程表の添付が必要。また、監理技術者が監理技術者補佐を

配置し兼務する場合も、兼務届の添付が必要。（p.2-12～15）

・このほか、複数の工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者等が兼務する

場合は、契約前に全ての注文者から承諾を得る必要がある。（各工事の発注者は

同一又は別々のいずれでも可）（様式は第5章 へ）

兼務届・工程表（様式は第 5 章  へ） 

・請負代金内訳書を受理し、法定福利費が適切か確認(p．2－21 参照、標準仕様書第１

編 1-1-4)

④法定福利費の確認

請負代金内訳書（様式は第 5 章  へ） 

提出：請負者→監督員 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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Ⅲ 工事施工中 

⑥－２ 条件変更確認の通知

６．条件変更確認の通知（p．2－33 へ） 
通知：発注者→請負者 

⑦ 施工計画書の受理（承諾）

Check!

・ 安全管理について、適正に書かれているか。

・ 省略可能な項目があるか。（標準仕様書第 1 編 1-1-6 による。）

７．施工計画書（p．2－44 へ） 

提出：請負者→監督員 

・ 設計図書において、監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料の

品質規格を確認する。（約款第 14 条、標準仕様書第 2 編第 1 章第 2 節）

① 指定材料の確認

１１．材料確認書（p．2－95 へ） 
提出：請負者→監督員 

１０－２．材料カタログ、品質証明書等（p．2－83 へ） 

提出：請負者→監督員 

・ 照査結果を踏まえ、調査後 14 日以内に回答（標準仕様書第 1 編 1-1-3）

現地調査は、契約変更に関わる事項

となる可能性が高いため、専任監督

員・主任監督員の 2 人で行うことを原

則とする。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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② 立会、段階確認、施工状況把握

・ 設計図書に監督員の立会のうえ施工するものと指定された工事については立会を

受けて施工する。

・ 設計図書に示された施工段階において、臨場等により段階確認を行う（p．3－21 へ）

・ 主要な工種について、適宜臨場等により施工状況を把握する。（p．3－24 へ）

Check!

・ 工事は重点監督の対象工事か。（標準仕様書第１編 1-1-22）

・ 段階確認、施工状況は、工事完成後、記載内容を確認の上で報告書に押印、また

は署名。

・現場経験の少ない専任監督員の立会については、できるだけ現場経験の多い職員と 2 人で行

い、経験の少ない職員に対しアドバイスを行うよう努める。

・特殊な工法を用いている現場のみでなく、全ての現場の立会について、経験の少ない職員等を

随行させることにより、現場知識の共有を図るよう努める。

１２．段階確認報告書、施工状況把握報告書を施工計画書へ添付する。  

（p．2－93 へ） 

Check!

・ 条件変更の確認請求を工事打合簿により通知を受けたときは、調査後 14 日以内に

請負者へ条件変更確認を工事打合簿により通知。

・ 軽微な変更等でない場合、工事協議書により協議を実施し必要に応じて設計変更を

する。詳しくは第 1 章 1－3(4)契約変更までの流れへ。

④ 条件変更・設計変更

１４．履行報告（p．2－97 へ） 

６．条件変更確認請求の通知（p．2－31 へ） 通知：請負者→発注者 

６．条件変更確認の通知（p．2－33 へ） 通知：発注者→請負者 

・ 実施工程表により、工事の進捗状況を確認する。

Check!

・ 毎月 5 日までに、前月の工程表を請負者から報告してもらう。必要に応じて、工事促

進の指示を行う。

③ 履行報告の受理

報告：請負者→監督員 

現地調査は、契約変更に関わる

事項となる可能性が高いため、

専任監督員・主任監督員の２人

で行うことを原則とする。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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・ 工事の施工部分が設計図書に適合しない事実を発見し、必要があると認められる場

合は、改善の指示または改造請求を行う。（約款第 18 条）

⑤ 改造請求

・ 設計変更を行った後は、速やかに契約変更を行う。詳しくは第１章１－３(4)へ

④－１ 契約変更

契約内容の変更（p．1-4 へ） 提出：発注者→請負者 

・ 設計図書に定められた支給材料について、その品名、数量、品質、規格または性能

を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。（約款第 16 条、標準仕様書第 1 編 1-1-19）

・ 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指

示する。（標準仕様書第 1 編 1-1-20）

⑥ 支給材料の確認、引渡し現場発生品の処理

１５．支給品受領書、支給品精算書 

（ p．2－97、p．1-4へ） 

提出：請負者→発注者 

・ 関連する工事との調整を行う。必要に応じて、請負者に指示を行う。（約款第 2 条）

・ 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。

・ 工事に関して、関係機関（市役所等）との協議・調整等における必要な措置を行う。

⑧ 対外調整

・ 分割発注工事等において、労働安全衛生法第 30 条第 2 項の規定に基づく請負者の

指名を行う。（標準仕様書第 1 編 1-1-33）

・ 発注者としての工事事故防止の観点から、分割発注工事等の工事全体の災害防止

協議会の設置の指導、及び、運搬車両過積載の点検等を行う。

⑨ 災害防止協議会等

・ 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し、臨機

の措置を求める。（約款第 27 条、標準仕様書第 1 編 1-1-50）

⑩ 臨機の措置

・ 工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検等の、

施工体制の把握を行う。（入契適正化法第 16 条、入契適正化指針第 2 5．(5)、H28．

6．10 付け 28 建企第 160 号 工事現場における適正な施工体制の確保等について）詳

しくは第 6 章 6-5 へ。

⑦ 施工体制の把握

指示で済む場合    変更契約が必要な場合  

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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Ⅳ 工事完了まで 

・ 工期の延長について、詳しくは第１章 1-3 (5)工期変更 p．1－8 へ

⑬ 工期の変更

⑪ 事故等に対する措置

・ 事故等が発生した時は、直ちに状況を把握する。（標準仕様書第 1 編 1-1-36）

・ 事故報告の手続き等、詳しくは p．2－101 及び、第 3 章 3－2(4) 事故報告 p．3－19 を

参照のこと。

１６．事故発生報告書（p．2－102 へ） 
提出：請負者→監督員 

・ 第三者に及ぼした損害の調査及び報告

・ 部分使用の報告

・ 中間前払金請求時の確認及び報告

・ 工事関係者に対する措置請求に関する報告

・ 契約解除に関する報告

① 契約の履行に係る対応及び報告

② 完了の報告

・ 工事完成時までに提出の必要な工事関係書類を確認して、検査に必要な工事関係

書類を整備する。（第 4 章 p．4－1 へ）

・ 工事の完了を報告する。

契約期間延長請求書等（発注者から発議する場合と

請負者から発議する場合がある。詳しくは第 1 章 1-3(5) 

工期変更 p．1－8 へ） 

提出：請負者→発注者 

提出：発注者→請負者 

⑫ 工事の一時中止

・ 工事を一時中止する必要が生じた場合について、詳しくは愛知県企業庁「設計変更ガ

イドライン（統合版）」の「Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン」を参照のこと。

工事一時中止決定書等（様式は第5章 契約関係様式 へ
通知：発注者→請負者 

提出：請負者→発注者 
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③ 工事成績評定

・ 愛知県企業庁工事成績評定要領（第 6 章 資料編）に基づき工事成績の評定を行う。

・ 検査日を請負者に対して通知する。（標準仕様書第 1 編 1-1-25）

④ 完了検査の立会

２３．完了通知等（p．2－110 へ） 

提出：請負者→発注者 

検査結果の検討 

検査結果合格通知書 

工事成績評定結果通知書

通知：発注者→請負者 

⑤ 工事目的物の引き渡し 工事完了 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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【愛知県　土木工事現場必携】　　
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11．材料確認  ･･･････････････････････････････････････････････････････････2-91 

12．段階確認報告書、施工状況把握報告書  ･････････････････････････････････2-96 

13．休日・夜間作業  ･････････････････････････････････････････････････････2-99 

14．履行報告  ･･･････････････････････････････････････････････････････････2-99 

15．支給品・発生品  ････････････････････････････････････････････････････2-100 

16．事故報告

17．部分使用

18. 安全管理書類

19. 創意工夫

20. 工事記録

  ･･･････････････････････････････････････････････････2-101   

･･･････････････････････････････････････････････････････････2-105 

 ･････････････････････････････････････････････････････････2-105   

･･･････････････････････････････････････････････････････････2-105   

･･･････････････････････････････････････････････････････････2-106 

21. 交通誘導警備員の配置実績報告  ････････････････････････････････････････2-106 

22. 大気汚染防止法

23．完了通知  

参考 建設リサイクル法関係書類  ･････････････････････････････････････････2-117 

１． 説明書  ･･･････････････････････････････････････････････････････････2-118

(１) 添付様式 別表３ 分別解体等の計画等  ･････････････････････････････2-119 

(２) 添付様式 様式３ 特記事項  ･･･････････････････････････････････････2-120 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

24．請求書  
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･････････････････････････････････････････････････････2-110   

･････････････････････････････････････････････････････2-112 
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１．現場代理人等通知書(様式第 23) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 建設業法第 19 条の２、契約約款第 11 条、標準仕様書第１編 1－1－51に基づく。

(３) 契約後５日以内に提出。また、変更が生じた場合、その都度提出する。

注意事項 

(１) 配置するのは現場責任者か、現場代理人か？

→ 以下の①又は②のいずれかに該当する工事で、かつ特記仕様書で工事現場への常駐が必要

であることが明示されていない工事は、現場責任者を配置する。

①建設工事に該当しない工事（草刈り、溝浚い等）

②建設工事に該当する工種の当初請負代金額が 500万円未満の工事

→ ②の工事で、工事施工後に行う契約変更により、請負代金額が 500 万円以上となった

場合には、現場代理人への変更を行う必要はない。

(２) 主任技術者(監理技術者)が必要な工事か？

→ 建設業法に該当しない工事であれば、配置の必要はない。（草刈、溝浚い工事、下水道
の

メンテナンス工事等）

→ 監理技術者が必要な工事か？

→ 下請負金額の総額が 5,000 万円を超える場合は、監理技術者が必要となる。第 6 章

6-6施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)へ

→ 恒常的な雇用関係を示す書類等が添付されているか？

→ 具体的にどのような書類かは、第 6 章 6-6 施工体制の適正化に向けての現場点検の手引

き(案)へ

→ 現場代理人同士、又は現場代理人と現場責任者の兼務をする場合、条件を満たしている

かどうか検討する。（同一建設事務所管内、請負代金額の制約等）（標準仕様書第 1 編 1－

1－51）

→ 詳しくは第 6 章 6-2 工事現場における現場代理人の常駐の運用へ

※ 稼働中の工事現場にあって、契約変更により請負代金額が 4,500 万円以上（建築一式工事

は 9,000 万円以上）となる場合は、新たな現場代理人を配置すること。ただし、工事現

場が完成し、完了検査を残すのみの場合は、契約変更による現場代理人変更の必要はな

い。
(６) ｢工事現場における現場代理人の常駐の運用｣のうち、運用の２による双方が建設局・都

市･交通局発注工事の場合以外で、現場代理人と他工事の現場代理人を兼務させる場合は双

方の工事へ、現場代理人と現場責任者を兼務させる場合は現場代理人をおく工事へ兼務届を

提出する。

(７) 専任の主任技術者が他工事を兼務する場合、条件を満たしているかどうか検討する。

→ 詳しくは第６章 6-6 施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)へ

(８) 主任技術者及び監理技術者が他工事を兼務する場合、双方の工事へ兼務届を提出する。

(９) 兼務届の提出方法は、新たに契約する工事では現場代理人等通知書に兼務届(様式第 19

－2～6)及び該当工事の関連性が把握できる工程表(様式第 21（監理技術者の兼務の場合は除

く）)を添付。また、既発注工事においては、請負者名等記載のある兼務届（様式第 19－2

～4）に該当工事の関連性が把握できる工程表（様式第 18）を添付。 → 記載例は p.2－12

～15 へ
【愛知県　土木工事現場必携】　　
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様式第１９―２ 

現 場 代 理 人 兼 務 届

年  月  日 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名  

（名 称 及 び代表者氏名） 

工事の現場代理人について、下記のとおり兼務します。 

記 

現場代理人の氏名 ○○ ○○

当

該

工

事 

工 事 名 ○○○○工事

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

兼

務

先

工

事 

発 注 機 関 名 ○○○○○○

工 事 名 ○○○○工事

路線等の名称 ○○○○○○

工 事 場 所 ○○○○○○

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

（添付書類） 
・現場代理人又は現場責任者が現場を離れる場合の施工連絡体制（任意様式）
・当該工事と兼務先工事との関係を示す工程表

・その他、個別に必要と認める書類

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代
理人等通知書」に添付することとしたため、宛先、請負
者名などは省略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出さ
れているため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載
する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

愛知県公営企業管理者 

企　業　庁　長 殿 

［愛知県  所長］ 
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様式第１９―３ 
建設業法施行令第 27 条第２項関係 

主 任 技 術 者 兼 務 届

年  月  日 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名称及び代表者氏名） 

工事の主任技術者について、下記のとおり兼務します。 

記 

主任技術者の氏名 ○○ ○○

当

該

工

事 

工 事 名 ○○○○工事

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

兼

務

先

工

事 

発 注 機 関 名 ○○○○○○

工 事 名 ○○○○工事

路 線 等 の 名 称 ○○○○○○

工 事 場 所 ○○○○○○

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

（添付書類） 
・当該工事と兼務先工事との関係が確認できる書類

各工事の施工場所を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、工事現場間の距離を記したもの）
兼務する期間が確認できる工程表 など

・その他、個別に必要と認める書類

注 専任を要しない技術者どうしの兼務については、届出は不要 
  現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略可 

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代
理人等通知書」に添付することとしたため、宛先、請負
者名などは省略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出さ
れているため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載
する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

愛知県公営企業管理者 

企　業　庁　長 殿 

［愛知県  所長］ 
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様式第18（第17条関係） 

工 程 表 

日 程 

工種別 

既発注工事 
 

準備工 

○○工

兼務工事  

準備工 

○○工

新たに契約する工事と兼務する工事
（既発注）の作業工程の関係が分かる
ように作成する。 

既発注工事契約工期 

新たに契約する工事契約工期 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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様式第１９―４ 

建設業法第 26 条第３項第１号関係 

主 任 技 術 者 等 兼 務 届
年 月 日 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名称及び代表者氏名） 

工事の監理技術者について、下記のとおり兼務します。 

記 

監理技術者の氏名 ○○ ○○

当

該

工

事 

工 事 名 ○○○○工事

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

移 動 時 間 ○○分

下 請 次 数 ○次

工事現場の施工体制の確認方法 ○○○○ 

情 報 通 信 機 器 ○○○○

連絡員 
氏 名 ○○ ○○ 実務経験※1 ○年○月

所 属 会 社 ㈱○○○○

兼

務

先

工

事 

発 注 機 関 名 ○○○○○○

工 事 名 ○○○○工事

路 線 等 の 名 称 ○○○○○○

工 事 場 所 ○○○○○○

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

下 請 次 数 ○次

工事現場の施工体制の確認方法 ○○○○ 

情 報 通 信 機 器 ○○○○ 

連絡員 
氏 名 ○○ ○○ 実務経験※1 ○年○月

所 属 会 社 ○○○○㈱

（添付書類） 
・各工事の施工場所の位置及び移動時間を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、移動手段を明記）
・兼務先工事が施工中の場合は、CORINS の写し等及び施工体系図
・当該工事連絡員の実務経験証明書（任意様式）※1

・その他、個別に必要と認める書類

※1：土木一式工事又は建築一式工事の場合のみ記載(添付)し、それ以外の工事は不要
注 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名などは省略可

最新の契約額を税込みで記載 
１億円未満（建築一式は２億円未満） 

当該工事現場と他の工事現場までの片道移動時間を記載 
１日の勤務時間内に巡回可能、かつ概ね２時間以内 

入札者が注文者となる下請契約から数えて３を超えない 

現場作業員の入退場が遠隔から確認できるもの 
CCUS 又は API 連携したシステムが望ましいが、他システムであっても 
遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能 

例：スマートフォン、タブレット端末、WEB 会議システム 
ただし、現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が 
設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること 

最新の契約額を税込みで記載 
１億円未満（建築一式は２億円未満） 

入札者が注文者となる下請契約から数えて３を超えない 

現場作業員の入退場が遠隔から確認できるもの 
CCUS 又は API 連携したシステムが望ましいが、他システムであっても 
遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能 

例：スマートフォン、タブレット端末、WEB 会議システム 
ただし、現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が 
設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること 

配置する主任技術者又は監理技術者のどちらか

を記載すること 

現時点で定まらない項目は見込みを記載し、確定でき次第監督員の確認を受けること 

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代
理人等通知書」に添付することとしたため、宛先、請負
者名などは省略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出さ
れているため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載
する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

愛知県公営企業管理者 

企　業　庁　長 殿 

［愛知県  所長］ 
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様式第１９―５ 

建設業法第 26 条第３項第２号関係 

監 理 技 術 者 兼 務 届
年  月  日 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名称及び代表者氏名） 

工事の監理技術者について、下記のとおり兼務します。 

記 

監理技術者の氏名 ○○ ○○

当

該

工

事 

工 事 名 ○○○○○○

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

監理技術者補佐の氏名 
・生 年 月 日 （ 年 齢 ）

○○ ○○
平成○○年○月○○日（○○歳） 

法令による資格・免許等 ○○○○○○○○○○

兼

務

先

工

事 

発 注 機 関 名 ○○○○○○

工 事 名 ○○○○工事

路 線 等 の 名 称 ○○○○○○

工 事 場 所 ○○○○○○

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

監理技術者補佐の氏名 ○○ ○○

法令による資格・免許等 ○○○○○○○○○○○

（添付書類） 
・記入した当該工事監理技術者補佐の有資格を証明する書類
・各工事の施工場所を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、各工事が同一建設事務所管内でない場合
は工事現場間の距離を記したもの）

・兼務先工事が施工中の場合は、CORINS の写し等
・その他、個別に必要と認める書類

注 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名及び重複する添付書類は省略可 

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代
理人等通知書」に添付することとしたため、宛先、請負
者名などは省略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出さ
れているため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載
する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

愛知県公営企業管理者 

企　業　庁　長 殿 

［愛知県  所長］ 
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様式第１９―６ 

建設業法第 26 条の５関係 

主 任 技 術 者 等 兼 務 届
年 月 日 

請負者 住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名称及び代表者氏名） 

工事の監理技術者について、下記のとおり特定営業所技術者と兼務します。 

記 

監理技術者の氏名 ○○ ○○

専任で配置されている 
営業所 

契約書に記載の営業所 

当

該

工

事 

工 事 名 ○○○○工事

請 負 代 金 額 ○○，○○○，○○○円

工 期 令和○年○月○○日から 令和○年○月○○日まで 

移 動 時 間 ○○分

下 請 次 数 ○次

工事現場の施工体制の確認方法 ○○○○ 

情 報 通 信 機 器 ○○○○ 

連絡員 

氏 名 ○○ ○○ 実務経験※1 ○年○月

所 属 会 社 ㈱○○○○

（添付書類） 
・営業所と工事施工場所の位置及び移動時間を記入した地図（縮尺 1/100,000 以上、移動手段を明記） 
・当該工事連絡員の実務経験証明書（任意様式）※1

・その他、個別に必要と認める書類

※1：土木一式工事又は建築一式工事の場合のみ記載(添付)し、それ以外の工事は不要
注 現場代理人等通知書に添付して提出する場合は、宛先、請負者名及び重複する添付書類は省略可

最新の契約額を税込みで記載 
１億円未満（建築一式は２億円未満） 

当該工事現場と他の工事現場までの片道移動時間を記載 
１日の勤務時間内に巡回可能、かつ概ね２時間以内 

入札者が注文者となる下請契約から数えて３を超えない 

現場作業員の入退場が遠隔から確認できるもの 
CCUS 又は API 連携したシステムが望ましいが、他システムであっても 
遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能 

例：スマートフォン、タブレット端末、WEB 会議システム 
ただし、現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が 
設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること 

現時点で定まらない項目は見込みを記載し、確定でき次第監督員の確認を受けること 

配置する主任技術者又は監理技術者の 
どちらかを記載すること 

営業所技術者又は特定営業所技術者の 
どちらかを記載すること 

新しく請け負う工事で兼務届を提出する場合は「現場代
理人等通知書」に添付することとしたため、宛先、請負
者名などは省略する。 
既発注工事では、｢現場代理人等通知書｣はすでに提出さ
れているため、兼務届には、宛先、請負者名などを記載
する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

愛知県公営企業管理者 

企　業　庁　長 殿 

［愛知県  所長］ 
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２．コリンズ登録 

工事実績情報システム（CORINS）への登録は、標準仕様書第 1編 1－1－7に基づき、請負者が行

う。主な書類については、以下のとおりである。 

２－１．登録のための内容確認 

(１) 請負者はコリンズから監督員へメール送信にて通知。監督員は、原則として登録内容確認システ

ムで内容を確認し、結果を登録する。

(２) 請負者は、コリンズ入力システム登録の手引きによりデータ作成を行う。

２－２．登録内容確認書 

(１) 監督員は、コリンズからの登録確認メールにより確認を行う。

(２) 契約後土曜、日曜、祝日を除き、10日以内に登録が完了しているかを確認し、「施工プロセ

スのチェックリスト」に確認日を記載する。

(３) 請負者は、検査時に検査員から求められた場合は提示する。

注意事項 

(１) 請負代金額が 500 万円以上の建設工事が対象。

(２) 請負者は工事の受注、変更、完成、訂正時に登録。なお、登録内容の変更時とは、工

期、現場代理人及び監理技術者等の変更を指す。ただし、技術者の専任制に伴う請負代金額

が 4,500万円未満から 4,500 万円以上、4,500 万円以上から 4,500 万円未満及び建設工

事の対象となる請負代金額が 500 万円未満から 500 万円以上、500 万円以上から 500 万

円未満に請負代金額が変更となった場合は、変更時登録する。

(３) 監督員は、コリンズ入力システム登録の手引きにより内容を確認するが、「工種、工法・

型式」は、表２－１  一覧表より最大５つまで選択が可能な事に注意すること。

(４) 請負者は、コリンズ登録時に「件名」欄の文字数制限により「工事名」が入力できない場

合は、文字数制限まで正式な「工事名」を入力し、「工事名」の末尾を省略する。その場合、

「工事概要」欄に「件名：〇〇〇」として正式な「工事名」を入力する。

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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登録内容確認書 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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３．請負代金内訳書（企業庁ホームページに様式掲載） 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 契約約款第３条、標準仕様書第１編 1-1-4 に基づく

(３) 契約後 14 日以内に提出

注意事項 

(１) 法定福利費額が想定と乖離していないか確認

　詳細は建設局建設企画課のホームページに「法定福利費の内訳明示及び公表・確認
について」が掲載されている。（企業庁ホームページにリンクあり）

【愛知県　土木工事現場必携】　　

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/doboku-houteihukuri.html


　　　　　　　　第2章　２－２　書類作成の手引き

様式18-2（第17条）

年　　月　　日

 殿

)

請負者

下記工事について、請負代金内訳書を別紙のとおり提出します。

金　　　　　　　　　　　円

着　　手 年　　月　　日

完　　了 年　　月　　日

＊＊工事価格計＊＊

消費税相当額

＊＊合計＊＊

※　括弧内の材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約については、別紙としてもよい。

監督員
確認欄

注１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　路線等の名称は、必要がないときは記入しないこと。

３　本書の上部に６センチメートルの余白を残すこと。

愛知県公営企業管理者

企 業 庁 長

( 長

金額　（単位：円）工種・種別

６　工　　　期

請 負 代 金 内 訳 書

記

住　　　所
（所在地）
氏　　　名
名称及び

代表者氏名

１　工　事　名

２　路線等の名称

３　工　事　場　所

４　契約締結年月日

５　請負代金額

（直接工事費のうち、材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

（直接工事費のうち、労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

（現場管理費のうち、法定福利費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

（現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

（工事原価のうち、安全衛生経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

2-24 　　　【愛知県　土木工事現場必携】　P.43



  第２章 ２−２ 書類作成の手引き

様式第18-2（別紙）

金額　　　（単位：円）

＊＊工事価格計＊＊

消費税相当額

＊＊合計＊＊

※　括弧内の材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約については、別紙としてもよい。

監督員確認欄

備　考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（工事原価のうち、安全衛生経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

工種・種別

（直接工事費のうち、材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

（直接工事費のうち、労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

（現場管理費のうち、法定福利費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

（現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）※

2-25    【愛知県 土木工事現場必携】
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４．協議資料 
４－１．関係官公庁協議資料（標準仕様書第 1編 1－1－43） 

４－２．近隣協議資料（標準仕様書第 1編 1－1－43） 

特に決まった様式等は無い。 

注意事項 

(１) 関係官公庁協議資料は、監督員への事前の報告は不要。

諸手続にかかる許可、承諾を受けた場合は、監督員にその書面を提示。なお、監督員から

請求があった場合は写しを提出。 

(２) 前項の許可承諾内容が、設計図書の記載事項と異なる場合は、資料を添付のうえ、条件変

更確認請求で通知。

(３) 近隣協議は、交渉に先立ち、監督員へ事前に連絡する。また、交渉状況を随時監督員へ報

告し、その指示に従う。

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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５．設計図書の照査(ガイドラインの記載例は、p．2－28へ) 

(１) 請負者から発注者へ報告

(２) 標準仕様書第１編 1－1－3

(３) 工事着手前の報告

（照査チェックリストにより、全ての項目について照査を行う。）

注意事項 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

(１) 請負者が行う設計照査は、愛知県企業庁「設計変更ガイドライン（統合版）」の「6 設計図
書の照査について」の内設計図書の照査チェックリストに沿って行う。

(２) 発注者は、請負者から条件変更の確認請求を工事打合簿により通知を受けたときは、請負者
立会の上、直ちに現地調査を行う。条件変更確認請求通知に対する回答は、現地調査後 14 日
以内に工事打合簿により通知する。

(３) 請負者は、設計照査を行い、該当する事実が無い場合は、工事打合簿に照査項目一覧表（チ
ェックリスト）を添付して報告する。該当する事実がある場合は、工事打合簿に「通知事項等」

（条件変更確認請求）・チェックリスト及び事実が確認できる資料を添付して通知する。 
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照査ガイドライン 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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６．条件変更・設計変更 

契約変更までの流れは、第 1章 1－3(4)契約変更までの流れを参照のこ

と。 ６－１．条件変更確認請求通知(記載例は p．2－34、2－39へ) 

○ 請負者は、設計図書照査の結果、約款 19 条第１項第１号から第５号に該当する事実を発見し

た時、「条件変更確認請求」を発注者へ通知（標準仕様書第 1編 1－1－3）

○ 請負者は、施工途中に、約款 19 条第１項第１号から第５号に該当する事実を発見した場合に

ついても、「条件変更確認請求」を発注者へ通知（標準仕様書第 1編 1－1－3）

注意事項 

（１）条件変更確認請求において、通知する事項とは？

→ 設計図書の条件確認事項は全て該当する。表 6－1に、主な事項を示す。

(３)どの様に記載すればよいか？

→ 設計照査後に通知する場合の記載例は p．2－34、施工途中に通知する場合の記載例は p．2

－39 を参照のこと。なお、条件変更確認通知、設計変更通知書の記載例も同様に掲載する。

→ 「愛知県企業庁発注工事における情報共有システム運用の手引き ８システムにより処

理する書類」を参照してもよい。

【愛知県　土木工事現場必携】　　

(２)どのタイミングで提出すればよいか？

(３)① 工事着手前。(設計図書の照査ガイドライン（統合版）による照査後)

(４)② 施行途中、設計条件が変わる場合。その場合、該当工種の施工前に通知する。ただし、

臨機の措置として、現場で口頭指示をした事項は、施工後速やかに請負者から受理する。
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表 6-1 条件変更確認請求通知の事例 

１ 工事着手前に出す事例 

① 工程関係 ・現地に支障となる占用物件があるが、移転時期等協議結果の明

示が無い。

・地元及び地権者との調整結果の明示が無い。

② 用地関係 ・工事用仮設道路の図面があるが、借地契約についての明示が無い。

・県が借地した土地を残土仮置き場とする指示があるが、土地の

使用条件及び復旧方法の明示が無い。

③ 安全対策関係 ・交通誘導警備員の配置場所、公安委員会との協議結果等の明示

が無い。

④ 工事用道路関係 ・一般道の使用に関する条件明示が無い。

⑤ 施工関係 ・水替工が計上されているが、水位等の明示が無い。

・擁壁構造図に土質データが無い。

・横断図に推定岩盤線の表示があるが、地質調査位置の明示がない。

⑥ 数量関係

特記仕様書Ⅶその他に

記載された内容は除く

ア 施工してみないと数量が確定できないもの

(※施工後に数量が確定することを、該当工事着手前に条件変更

の確認請求(工事打合簿)に記入して通知。) 

・推定岩盤線に基づく掘削土量

・区画線消去

・構造物取り壊し

イ 図面と数量計算書の数値が一致しないもの

２ 工事途中に出される事例（対象工事の施工前） 

現地の状況と図面及び施工条件が一致しない

・水替工で想定した地下水位が、実際と違う。

・掘削したところ、構造物の支持地盤が出てこない。

・法面から湧水がある。

３ 工事途中に出される事例（対象工事の施工後） 

臨機の措置により、施工を行う場合

・大雨により、掘削の裏面が崩れたため、大型土のうを施工。

・掘削したところ、使用していないヒューム管が現れたので、撤去し、速やかに交通開放

を行った。

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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６－２．条件変更確認通知(記載例は p．2－36、2－41へ) 

○ 発注者は、請負者から条件変更の内容について、工事打合簿により提出された場合、請負者

立会のうえ現地調査を実施（標準仕様書第１編 1－1－3）

○ 発注者は、調査終了後 14 日以内に調査結果を工事打合簿により請負者へ通知

注意事項 

（１）全ての条件変更確認項目への回答がまとまってから通知するのではなく、工程上重要な事項

から速やかに通知する。 

６－３．工事協議書(様式第 2 6 )(記載例は、p．2－38、2－43へ) 

○ 発注者は、設計図書変更の必要が生じた都度、設計変更内容を「工事協議書」により請負者

へ通知（標準仕様書第１編 1－1－16）

○ 概算金額等を協議する場合は、別途打合簿（記載例 P2－85）により請負者に通知

注意事項 

（１）どのタイミングで通知すればよいか？

→ 設計変更の必要が生じた都度、該当工事施工前までに通知する。ただし、以下のいずれか

の条件を満たす変更は、工事施工後に行うことができる。

① 工事施工前に数量が定まらないもの

② 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの

③ 請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの（第三者への影響

があるもの）

【愛知県　土木工事現場必携】　　

（２）スライド条項及び特例措置の場合に、工事協議書は必要か？

→　スライド条項や特例措置は、手続きを行う際に、請負者から請求があり発注者は
　協議開始日の通知を行うこととなっています。この協議開始日の通知が工事協議と
　同じ扱いとなるため、工事協議書は必要ありません。ただし、スライド条項の増減
　額及び特例措置の増額は、「設計変更ガイドライン２．４）設計変更による契約変
　更の範囲」の増加額が当初契約金額の30パーセント以内に含まれます。
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【工事着手前に通知する場合の記載例】 

工  事  打  合  簿 

発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和 3 年 8 月 4 日 

発 議 事 項 □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 ○○○工事

（内容） 

愛知県企業庁公共工事請負契約約款第 19条第 1項に基づき通知します。 

通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年  月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※「愛知県企業庁発注工事における情報共有システム運用の手引き 8 システムにより処
理する書類」を参照してもよい。
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様
式

「
通

知
事

項
等

」

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

○
号

橋
脚

工
の

杭
の

施
工

ヤ
ー

ド
が

、
不

足
し

ま
す

。
（
参

考
図

参
照

）
△

号
ブ

ロ
ッ

ク
積

工
の

取
り

付
け

が
、

現
地

と
整

合
し

ま
せ

ん
。

一
般

道
路

の
使

用
に

つ
い

て
条

件
明

示
が

無
い

が
、

工
事

現
場

へ
の

資
材

等
は

、
○

○
交

差
点

よ
り

市
道

△
△

線
を

通
っ

て
搬

入
し

て
良

い
か

。

そ
の

他

工
事

説
明

会
の

開
催

は
、

必
要

で
す

か
。

ど
こ

ま
で

、
地

元
に

説
明

が
し

て
あ

り
ま

す
か

。

N
o
3
0
付

近
の

市
管

理
水

路
の

付
替

え
工

事
に

つ
い

て
、

市
と

の
立

会
は

必
要

あ
り

ま
せ

ん
か

。
ま

た
、

付
け

替
え

時
期

に
つ

い
て

の
制

約
条

件
は

ど
う

で
う

す
か

。
そ

の
他

交
通

誘
導

員
の

配
置

図
が

あ
り

ま
せ

ん
。

掘
削

土
の

仮
置

き
場

が
あ

り
ま

せ
ん

。

資
料

の
確

認
資

料
の

確
認

地
質

調
査

報
告

書
、

測
量

成
果

簿
、

用
地

境
界

杭
の

確
認

資
料

、
測

量
基

準
点

の
確

認
資

料
、

地
下

埋
設

物
の

確
認

資
料

及
び

設
計

委
託

成
果

に
関

す
る

貸
与

等
の

条
件

明
示

が
な

い
。

P
U

3
型

側
溝

に
つ

い
て

、
図

面
N

o
1
2
で

は
L
=
1
2
5
m

と
な

っ
て

い
る

が
、

数
量

計
算

書
で

は
L
=
1
1
5
m

と
な

っ
て

い
る

。
ど

ち
ら

を
設

計
数

量
と

す
れ

ば
よ

い
か

。
鉄

筋
挿

入
工

に
お

い
て

、
足

場
工

が
計

上
さ

れ
て

い
な

い
。

事
前

測
量

と
設

計
図

面
と

の
差

異
は

、
別

添
「
事

前
測

量
対

比
図

（
設

計
図

面
に

赤
書

き
明

示
）
」
の

と
お

り
。

設
計

変
更

要
領

　
第

5
（
1
）
及

び
第

6
（
1
）
に

該
当

す
る

工
事

施
工

前
に

数
量

が
定

ま
ら

な
い

も
の

は
次

の
工

種
と

な
る

。
・
法

面
工

＿
法

枠
工

/
ア

ン
カ

ー
工

（
法

面
積

の
変

更
に

よ
る

）
・
擁

壁
工

＿
規

制
杭

工
（
支

持
層

の
確

認
に

よ
る

）
※

請
負

者
は

、
条

件
確

認
す

べ
き

事
項

を
A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

発
注

者
は

、
受

理
し

た
デ

ー
タ

を
活

用
し

、
条

件
確

認
に

対
す

る
回

答
事

項
を

B
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

Ⅰ 工 法 関 係
品

質
管

理
関

係

Ⅱ 工 程 関 係

Ⅴ
建

設
副

産
物

Ⅲ
用

地
関

係
用

地
関

係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

Ⅳ
安

全
対

策

○
号

橋
脚

工
の

土
留

工
に

つ
い

て
、

構
造

図
に

記
載

し
て

あ
る

地
質

調
査

デ
ー

タ
が

、
土

留
計

算
に

反
映

さ
れ

て
い

な
い

が
。

現
地

調
査

し
た

と
こ

ろ
、

別
添

図
面

１
の

と
お

り
電

柱
が

支
障

と
な

り
ま

す
が

、
占

用
者

と
の

協
議

は
ど

こ
ま

で
終

了
し

て
い

ま
す

か
。

現
在

N
o
2
0
付

近
に

お
い

て
○

市
が

河
川

工
事

を
行

っ
て

い
ま

す
が

、
特

記
仕

様
書

に
記

載
し

て
あ

る
工

程
が

、
現

地
を

見
る

限
り

か
な

り
遅

れ
て

い
る

よ
う

で
す

が
、

再
調

整
は

ど
う

な
っ

て
い

ま
す

か
。

残
土

処
理

の
受

け
入

れ
先

の
条

件
が

明
示

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
が

、
仮

置
場

の
確

保
は

必
要

で
は

あ
り

ま
せ

ん
か

。

図
面

Ｎ
o
2
5
の

仮
設

道
路

の
用

地
に

関
す

る
資

料
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
農

地
転

用
の

手
続

き
は

、
ど

う
な

っ
て

い
ま

す
か

。

関
連

工
事

関
係

機
関

協
議

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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【工事着手前に通知する場合の記載例】 

工  事  打  合  簿 

発 議 者 ■発注者 □請負者 発議年月日 令和 3 年 8 月 11 日 

発 議 事 項 □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 ○○○工事

（内容） 

愛知県企業庁公共工事請負契約約款第 19条第 3項に基づき通知します。 

通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年  月 日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※「愛知県企業庁発注工事における情報共有システム運用の手引き 8 システムにより処
理する書類」を参照してもよい。
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様
式

「
通

知
事

項
等

」

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

○
号

橋
脚

工
の

杭
の

施
工

ヤ
ー

ド
が

、
不

足
し

ま
す

。
施

工
ヤ

ー
ド

の
確

認
を

し
ま

し
た

。
設

計
図

面
の

と
お

り
施

工
し

て
く
だ

さ
い

。
△

号
ブ

ロ
ッ

ク
積

工
の

取
り

付
け

が
、

現
地

と
整

合
し

ま
せ

ん
。

現
地

を
確

認
し

ま
し

た
。

現
地

に
合

う
よ

う
設

計
図

面
を

作
成

し
ま

す
。

一
般

道
路

の
使

用
に

つ
い

て
条

件
明

示
が

無
い

が
、

工
事

現
場

へ
の

資
材

等
は

、
○

○
交

差
点

よ
り

市
道

△
△

線
を

通
っ

て
搬

入
し

て
良

い
か

。
工

事
用

道
路

に
つ

い
て

は
、

1
日

1
0
0
台

程
度

以
内

で
あ

れ
ば

、
特

に
制

約
は

あ
り

ま
せ

ん
。

こ
の

こ
と

は
、

地
元

協
議

済
み

で
す

。

そ
の

他

工
事

説
明

会
の

開
催

は
、

必
要

で
す

か
。

ど
こ

ま
で

、
地

元
に

説
明

が
し

て
あ

り
ま

す
か

。

工
事

説
明

会
は

、
開

催
し

て
く
だ

さ
い

。
同

席
し

ま
す

。
ま

た
、

乗
り

入
れ

口
の

構
造

は
別

添
資

料
の

と
お

り
説

明
済

み
で

す
が

、
位

置
に

つ
い

て
は

、
個

別
に

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

N
o
3
0
付

近
の

市
管

理
水

路
の

付
替

え
工

事
に

つ
い

て
、

市
と

の
立

会
は

必
要

あ
り

ま
せ

ん
か

。
ま

た
、

付
け

替
え

時
期

に
つ

い
て

の
制

約
条

件
は

ど
う

で
う

す
か

。
丁

張
り

が
か

か
っ

た
段

階
で

、
立

会
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

付
け

替
え

時
期

は
、

地
元

農
業

委
員

会
と

調
整

が
必

要
で

す
。

そ
の

他

交
通

誘
導

員
の

配
置

図
が

あ
り

ま
せ

ん
。

別
添

資
料

の
と

お
り

で
す

。

掘
削

土
の

仮
置

き
場

が
あ

り
ま

せ
ん

。
現

地
を

確
認

し
ま

し
た

。
仮

置
き

場
は

、
設

計
変

更
通

知
書

で
通

知
し

ま
す

。

資
料

の
確

認
資

料
の

確
認

地
質

調
査

報
告

書
、

測
量

成
果

簿
、

用
地

境
界

杭
の

確
認

資
料

、
測

量
基

準
点

の
確

認
資

料
、

地
下

埋
設

物
の

確
認

資
料

及
び

設
計

委
託

成
果

に
関

す
る

貸
与

等
の

条
件

明
示

が
な

い
。

全
て

貸
与

し
ま

す
。

P
U

3
型

側
溝

に
つ

い
て

、
図

面
N

o
1
2
で

は
L
=
1
2
5
m

と
な

っ
て

い
る

が
、

数
量

計
算

書
で

は
L
=
1
1
5
m

と
な

っ
て

い
る

。
ど

ち
ら

を
設

計
数

量
と

す
れ

ば
よ

い
か

。
図

面
N

o
1
2
の

Ｌ
＝

1
2
5
m

で
す

。

鉄
筋

挿
入

工
に

お
い

て
、

足
場

工
が

計
上

さ
れ

て
い

な
い

。
足

場
工

を
計

上
し

ま
す

。
事

前
測

量
と

設
計

図
面

と
の

差
異

は
、

別
添

「
事

前
測

量
対

比
図

（
設

計
図

面
に

赤
書

き
明

示
）
」
の

と
お

り
。

確
認

し
ま

し
た

。

設
計

変
更

要
領

　
第

5
（
1
）
及

び
第

6
（
1
）
に

該
当

す
る

工
事

施
工

前
に

数
量

が
定

ま
ら

な
い

も
の

は
次

の
工

種
と

な
る

。
・
法

面
工

＿
法

枠
工

/
ア

ン
カ

ー
工

（
法

面
積

の
変

更
に

よ
る

）
・
擁

壁
工

＿
規

制
杭

工
（
支

持
層

の
確

認
に

よ
る

）

確
認

し
ま

し
た

。

※
請

負
者

は
、

条
件

確
認

す
べ

き
事

項
を

A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

発
注

者
は

、
受

理
し

た
デ

ー
タ

を
活

用
し

、
条

件
確

認
に

対
す

る
回

答
事

項
を

B
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

残
土

受
入

先
の

条
件

は
、

添
付

資
料

の
と

お
り

で
す

。
直

接
搬

出
が

可
能

で
す

の
で

、
仮

置
き

場
は

必
要

あ
り

ま
せ

ん
。

構
造

図
に

記
載

し
て

あ
る

地
質

調
査

デ
ー

タ
で

土
留

工
の

再
計

算
を

行
い

、
設

計
図

面
の

作
成

を
行

い
ま

す
。

6
月

上
旬

の
大

雨
に

よ
り

、
関

連
す

る
工

事
進

捗
が

遅
れ

て
い

ま
す

。
再

調
整

結
果

に
つ

い
て

は
、

添
付

資
料

の
と

お
り

で
す

。

支
障

物
件

移
転

に
つ

い
て

の
事

務
的

な
調

整
は

終
了

し
て

い
ま

す
。

具
体

的
に

移
設

予
定

日
を

決
め

て
く
だ

さ
い

。

借
地

に
つ

い
て

の
同

意
は

、
別

添
資

料
の

と
お

り
で

す
。

農
地

の
一

時
転

用
は

、
請

負
者

で
行

っ
て

下
さ

い
。

○
号

橋
脚

工
の

土
留

工
に

つ
い

て
、

構
造

図
に

記
載

し
て

あ
る

地
質

調
査

デ
ー

タ
が

、
土

留
計

算
に

反
映

さ
れ

て
い

な
い

が
。

現
地

調
査

し
た

と
こ

ろ
、

別
添

図
面

１
の

と
お

り
電

柱
が

支
障

と
な

り
ま

す
が

、
占

用
者

と
の

協
議

は
ど

こ
ま

で
終

了
し

て
い

ま
す

か
。

現
在

N
o
2
0
付

近
に

お
い

て
○

市
が

河
川

工
事

を
行

っ
て

い
ま

す
が

、
特

記
仕

様
書

に
記

載
し

て
あ

る
工

程
が

、
現

地
を

見
る

限
り

か
な

り
遅

れ
て

い
る

よ
う

で
す

が
、

再
調

整
は

ど
う

な
っ

て
い

ま
す

か
。

残
土

処
理

の
受

け
入

れ
先

の
条

件
が

明
示

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
が

、
仮

置
場

の
確

保
は

必
要

で
は

あ
り

ま
せ

ん
か

。

図
面

Ｎ
o
2
5
の

仮
設

道
路

の
用

地
に

関
す

る
資

料
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
農

地
転

用
の

手
続

き
は

、
ど

う
な

っ
て

い
ま

す
か

。

関
係

機
関

協
議

Ⅴ
建

設
副

産
物

Ⅲ
用

地
関

係
用

地
関

係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

Ⅳ
安

全
対

策

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

Ⅰ 工 法 関 係
品

質
管

理
関

係

Ⅱ 工 程 関 係

関
連

工
事

【愛知県　土木工事現場必携】　　



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－38 【愛知県　土木工事現場必携】　　

様
式

第
2
6
（
第

2
1
条

関
係

） ○
○○

事

○
○○

区
○

○○
内

殿
様

企
　

業
　

庁
　

長

上
記

の
工

事
に

つ
い

て
、

下
記

の
と

お
り

協
議

し
ま

す
。

1
.○

号
擁

壁
の

土
留

工
に

つ
い

て
、

仮
設

計
画

図
に

記
載

し
て

あ
る

地
質

調
査

デ
ー

タ
が

、
土

留
計

算
に

反
映

さ
れ

て
い

な
い

。

2
.P

U
○

型
側

溝
に

つ
い

て
、

乗
入

れ
箇

所
の

数
量

が
計

上
さ

れ
て

い
な

い
。

1
.○

号
擁

壁
の

土
留

工
は

別
添

図
面

N
o
.○

の
と

お
り

施
工

す
る

こ
と

。

2
.P

U
○

型
側

溝
工

 L
=
○

m
か

ら
□

m
に

増
工

す
る

。

2
契

約
者

は
、

正
副

各
1
部

を
提

出
す

る
こ

と
。

県
か

ら
協

議
を

す
る

場
合

で
、

請
負

代
金

額
の

変
更

（
約

款
第

2
5
条

）
若

し
く

は
請

負
代

金
額

に
代

え
る

設
計

図
書

変
更

（
約

款
第

３
１

条
）
を

伴
う

も
の

に
あ

っ
て

は
、

本
文

（
　

）
書

き
を

記
3

載
す

る
。

4
契

約
者

か
ら

協
議

の
場

合
で

、
請

負
代

金
の

変
更

を
伴

う
も

の
に

あ
っ

て
は

、
回

答
の

末
尾

に
本

文
（
　

　
）
書

き
を

記
載

す
る

。

5
協

議
開

始
の

日
は

、
設

計
変

更
に

伴
う

変
更

契
約

の
手

続
き

を
行

う
予

定
日

と
す

る
。

（
契

約
者

）

契
約

者

工
　

　
　

　
事

　
　

　
　

協
　

　
　

　
議

　
　

　
　

書

工
事

名
工

期
着

手
令

和
○

年
○

月
○

日

路
線

等
の

名
称

（
地

区
）

工
事

場
所

完
了

令
和

△
年

△
月

△
日

令
和

○
年

○
月

○
日

令
和

○
年

○
月

○
日

記
記

協
　

議
　

の
　

内
　

容
回

答

備
考

1
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
A

4
と

す
る

。

下
記

の
と

お
り

回
答

し
ま

す
。

（
な

お
、

愛
知

県
企

業
庁

公
共

工
事

請
負

契
約

約
款

第
○

条
○

項
に

定
め

る
協

議
開

始
の

日
は

、
令

和
○

年
○

月
○

日
と

し
ま

す
。

）

企
業

庁
長



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－39 

【施工途中に通知する場合の記載例】 

工  事  打  合  簿 

発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和 3 年 10 月 20 日 

発 議 事 項 □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 ○○○工事

（内容） 

愛知県企業庁公共工事請負契約約款第 19条第 1項に基づき通知します。 

通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年  月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※「愛知県企業庁発注工事における情報共有システム運用の手引き 8 システムにより処
理する書類」を参照してもよい。



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－40 

様
式

「
通

知
事

項
等

」
【
施

工
途

中
に

通
知

す
る

場
合

の
記

載
例

】

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

そ
の

他

そ
の

他

資
料

の
確

認
資

料
の

確
認

※
請

負
者

は
、

条
件

確
認

す
べ

き
事

項
を

A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

発
注

者
は

、
受

理
し

た
デ

ー
タ

を
活

用
し

、
条

件
確

認
に

対
す

る
回

答
事

項
を

B
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

関
連

工
事

関
係

機
関

協
議

Ⅰ 工 法 関 係

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

品
質

管
理

関
係

　
重

力
式

擁
壁

工
施

工
の

た
め

、
掘

削
し

ま
し

た
が

、
図

面
N

o
.□

に
示

さ
れ

た
支

持
地

盤
が

確
認

で
き

ま
せ

ん
。

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

用
地

関
係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

Ⅲ
用

地
関

係

Ⅳ
安

全
対

策

Ⅴ
建

設
副

産
物

Ⅱ 工 程 関 係

【愛知県　土木工事現場必携】　　



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－41 

【施工途中に通知する場合の記載例】 

工  事  打  合  簿 

発 議 者 ■発注者 □請負者 発議年月日 令和 3 年 10 月 22 日 

発 議 事 項 □指示 □協議 ■通知  □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 ○○○工事

（内容） 

愛知県企業庁公共工事請負契約約款第 19条第 3項に基づき通知します。 

通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理 

・ 

回

答 

発

注 

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年  月 日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※「愛知県企業庁発注工事における情報共有システム運用の手引き 8 システムにより処
理する書類」を参照してもよい。



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－42 

様
式

「
通

知
事

項
等

」
【
施

工
途

中
に

通
知

す
る

場
合

の
記

載
例

】

確
認
請
求
通
知
事
項
【
請
負
者
】
（
A
）

確
認
通
知
事
項
【
発
注
者
】
（
B
）

備
考

そ
の

他

そ
の

他

資
料

の
確

認
資

料
の

確
認

※
請

負
者

は
、

条
件

確
認

す
べ

き
事

項
を

A
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
「
通

知
事

項
等

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

送
付

す
る

こ
と

。
※

発
注

者
は

、
受

理
し

た
デ

ー
タ

を
活

用
し

、
条

件
確

認
に

対
す

る
回

答
事

項
を

B
欄

に
記

入
し

、
打

合
せ

簿
に

添
付

し
通

知
す

る
こ

と
。

　
現

場
の

状
況

は
把

握
し

ま
し

た
。

設
計

変
更

通
知

書
に

て
回

答
し

ま
す

。
　

重
力

式
擁

壁
工

施
工

の
た

め
、

掘
削

し
ま

し
た

が
、

図
面

N
o
.□

に
示

さ
れ

た
支

持
地

盤
が

確
認

で
き

ま
せ

ん
。

設
計

図
書

設
計

図
書

の
確

認

用
地

関
係

安
全

対
策

関
係

建
設

副
産

物

Ⅲ
用

地
関

係

Ⅳ
安

全
対

策

Ⅴ
建

設
副

産
物

工
事

施
工

関
係

工
事

用
道

路

品
質

管
理

関
係

Ⅱ 工 程 関 係

関
連

工
事

関
係

機
関

協
議

Ⅰ 工 法 関 係

【愛知県　土木工事現場必携】　　



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－43 【愛知県　土木工事現場必携】　　

様
式

第
2
6
（
第

2
1
条

関
係

） ○
○○

事

○
○○

区
○

○○
内

様
殿

下
記

の
と

お
り

回
答

し
ま

す
。

1
.協

議
内

容
に

つ
い

て
了

解
し

ま
し

た
。

2
契

約
者

は
、

正
副

各
1
部

を
提

出
す

る
こ

と
。

県
か

ら
協

議
を

す
る

場
合

で
、

請
負

代
金

額
の

変
更

（
約

款
第

2
5
条

）
若

し
く

は
請

負
代

金
額

に
代

え
る

設
計

図
書

変
更

（
約

款
第

３
１

条
）
を

伴
う

も
の

に
あ

っ
て

は
、

本
文

（
　

）
書

き
を

記
3

載
す

る
。

4
契

約
者

か
ら

協
議

の
場

合
で

、
請

負
代

金
の

変
更

を
伴

う
も

の
に

あ
っ

て
は

、
回

答
の

末
尾

に
本

文
（
　

　
）
書

き
を

記
載

す
る

。

5
協

議
開

始
の

日
は

、
設

計
変

更
に

伴
う

変
更

契
約

の
手

続
き

を
行

う
予

定
日

と
す

る
。

上
記

の
工

事
に

つ
い

て
、

下
記

の
と

お
り

協
議

し
ま

す
。

（
な

お
、

愛
知

県
企

業
庁

公
共

工
事

請
負

契
約

約
款

第
　

　
条

　
　

項
に

定
め

る
協

議
開

始
の

日
は

、
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

と
し

ま
す

。
）

1
.道

路
照

明
工

 N
=
○

基
、

視
線

誘
導

標
 N

=
○

本
を

新
規

計
上

す
る

。
設

置
箇

所
は

別
添

図
面

(1
)の

と
お

り
。

記
記

協
　

議
　

の
　

内
　

容
回

答

備
考

1
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
A

4
と

す
る

。

年
月

日
年

月
日

契
約

者
企

業
庁

長

企
業

庁
長

契
約

者

工
　

　
　

　
事

　
　

　
　

協
　

　
　

　
議

　
　

　
　

書

工
事

名
工

期
着

手
令

和
○

年
○

月
○

日

路
線

等
の

名
称

（
地

区
）

工
事

場
所

完
了

令
和

△
年

△
月

△
日

【施工途中に通知する場合の記載例】 



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－44 

７．施工計画書 

７－１． 施工計画書の内容 

施工計画書は、標準仕様書 第１編 1－1－6 において「請負者は、工事着手前又は施工方法が

確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員

に提出しなければならない。」と規定しており、記載内容は、表 7-1 のとおりである。 

また、特記仕様書において施工計画書に記載するよう指定されている事項についても記載する。 

なお、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に

変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出する。ただし、重要な変更とは、新規

工種の追加及び安全管理方法の変更に係わるものをいう。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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表 7-1 施工計画書の記載内容 

項 目 

工事等の区分と記載項目 ※ 

摘 要 

一般建設工事 

（当初請負代

金額が4,500

万円以上） 

当初請負代金額が 

4,500 万円未満の工事 

緊急維持修
繕工事 

保全工事等 

※2

(1) 実施工程表 ○ ○ ― ― 

(2) 現場組織表 ○ ― ― ― 

(3) 安全管理 ○ ○ ○ ○ 

(4) 

指定機械及び

主要機械（船

舶） 

○ ― ― ― 

(5) 主要資材 ○ ― ― ― 

(6) 

施工方法 

（主要機械、仮

設備計画、工事

用地等を含む）

○ ― ― ― 

主要な工種について、作

業フロー図を記載する

とともに、図面等を活用

して簡潔に記述する。

(7) 施工管理計画 ○ ○ ― ― 

(8) 
緊急時の体制

及び対応 
○ ○ ○ ○ 

(9) 交通管理 ○ ○ ○ ○ 

(10) 環境対策 ○ ― ― ― 

(11) 
現場作業環境

の整備 
○ △ ― ― 

現場環境改善について、

対象工事の場合に記載

する。

(12) 

再生資源の利

用の促進と建

設副産物の適

正処理方法 

○ ○ ○ ― 

(13) 

法定休日・所定

休日（週休二日

の導入） 

○ ○ ― ― 
対象工事の場合に記載

する。 

(14) その他 ○ ○ ○ ― 

※ 「○」の項目：記載する

　　「―」の項目：設計図書に記載指示のある場合を除き、記載を省略する。
 　　｢△｣ の項目：現場環境改善の熱中症対策について、対策を行う場合は記載する。

※ 2 「保全工事等」とは管理地保全のための樹木剪定や草刈り等の役務を提供する工事をいう。 

注 1）つり足場を使用する工事においては、請負代金額に関わらず(6)施工方法を記載する。

　また、必要に応じて(ウ)監督員による段階確認等について記載する。

注 2）緊急維持修繕工事について、協定を締結している業者は一般事項として、(3)、(8)、(9)を記載

した施工計画書を契約当初に担当者へ提出する。（建設局）

注 2）

注 1） 
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７－２． 施工計画書の作成例 

施 工 計 画 書 

工 事 名  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事

路線等の名称  二 級 河 川  ○ ○ ○ ○ 川

工 事 場 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地 内

工 期  ○年○月○日 ～ ○年○月○日

請負代金額  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 円(消費税を含む)

目  次 

(1) 実施工程表………………………………………………………………… 

(2) 現場組織表………………………………………………………………… 

(3) 安全管理 ………………………………………………………………… 

(4) 指定機械及び主要機械  ………………………………………………… 

(5) 主要資材…………………………………………………………………… 

(6) 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）…………… 

(7) 施工管理計画……………………………………………………………… 

(8) 緊急時の体制及び対応…………………………………………………… 

(9) 交通管理 ………………………………………………………………… 

(10) 環境対策…………………………………………………………………… 

(11) 現場作業環境の整備……………………………………………………… 

(12) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法………………… 

(13) 法定休日・所定休日（週休二日の導入）………………………… 

請  負  者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 会 社

住 所 △△市△△町△△△△ 電  話(△△△△) △△-△△△△

○ ○現場作業所

住 所 ○○市○○町○○○  電  話(○○○○) ○○-○○○○

発 注 者 ○ ○ 事務所(担当課○○○課) 電  話(○○○○) ○○-○○○○

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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【(１) 実施工程表】 

契約書の工期に基づき、バーチャート、曲線式工程表、ネットワーク式工程表など工事内

容に適した工程表で示す。各工種について作業の始めと終わりが判るように作成するととも

に、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等

を十分調査し、工程計画に反映させる。 

実施工程表の記事欄には、変更契約及び工程に関わる事項が発生した日に、その内容を

記載する。（例：条件変更確認通知、工事協議書、変更契約、工期延期、工程見直し（20%

の差違）） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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【(２) 現場組織表】 

現場代理人、主任(監理)技術者の他、施工管理担当者、安全巡視員等の現場施工に必要な責任者（担

当者）を定め現場組織表を作成する。責任者は夜間・休日の連絡先を記載する。 

また現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統ならびに業務分担が判るよう記載し、専

門技術者、品質証明員を置く工事については、これを記載する。 

〈作成例〉 

(2) 現場組織表

※現場代理人、監督員のメールアドレスを記載すること

注 1) 品質証明員は、特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に配置 

(標準仕様書 第 1編 1-1-24 品質証明 参照) 

設計図書の照査 ○○○○

工程管理 ○○○○

出来形管理 ○○○○

測 量 ○○○○

写真管理 ○○○○

品質管理 ○○○○

重機管理 ○○○○

機械器具管理 ○○○○

事務管理 ○○○○

労務管理 ○○○○

資材管理 ○○○○

安全巡視員 ○○○○

施工管理

機械管理

事務管理

主任(監理)技術者
○○○○○
℡○○○○

夜間℡○○○○

現場代理人
○○○○○
℡○○○○

夜間℡○○○○

品質証明員
○○○○○
℡○○○○

専門技術者
(担当工事内容○○○)

○○○○○
℡○○○○

建設副産物管理 ○○○○

安全管理 交通安全管理 ○○○○

労務安全管理 ○○○○

監理技術者補佐
○○○○○
℡○○○○

夜間℡○○○○

注 1) 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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【(３) 安全管理】 

安全委員会の構成又は安全管理の組織表を作成し、安全活動の方針、安全対策、事故発生時の措置

（連絡方法等）及び安全訓練等の実施について記載する。 

安全管理について必要なそれぞれの責任者及び組織、安全活動の方針について以下の事項を参考に

記載する。 

また、万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関及び被災者宅等への連絡方法を記載する。 

なお、労働安全衛生法と安全管理のしくみ等については、国土交通省中部地方整備局企画部編集「安

全サポートマニュアル」を参照する。（同局のホームページで公表） 

(ｱ) 工事安全管理対策

① 安全委員会の構成又は安全管理の組織

② 作業主任者一覧表の掲示

③ 危険物を使用する場合は、その保管及び取り扱い

④ その他必要事項(労働基準監督署への届出等に際しての監督員への報告等)

(ｲ) 第三者施設安全対策

① 家屋、商店街等の第三者施設と近接して工事を行う場合の安全対策

② 水道、ガス、電気、電話等の占用物件と近接して工事を行う場合の安全対策

③ 鉄道、他の管理者の施設(橋脚等)と近接して工事を行う場合の安全対策

(ｳ) 安全教育･安全訓練等を始めとした安全活動の計画

① 安全活動の実施内容、参加者、頻度等

② 安全教育・安全訓練等の具体的な計画を工事の内容に応じた次の各号の事項

(１) 工事期間中の月別安全・訓練等実施全体計画

(２) 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。

１) 月別の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目

２) 資機材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法

３) 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法

４) ＫＹ及び新規入場者教育の方法

５) 場内整理整頓の実施

(ｴ) 現場管理

現場の管理方法、保安施設の設置計画、建設機械の災害防止

(ｵ) 安全管理組織表

作成時は、第６章 6-6「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）」を参考とし、各衛

生管理者等を選任する。 

現場作業員が常時 10 人以上いない場合は、準ずる者 注２）の選任の必要はないが、安全衛生

に関する措置について作業員の多少は関係なく、常時 10～49 人の場合の体制に準ずることが望ま

しい。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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〈作成例〉 

(ｱ) 工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止及び疾病を予防するとともに、

第三者に対する公衆災害を防止するため、安全管理の組織を下図のとおりとする。

また、作業主任者一覧表を、工事現場の関係労働者が見やすい箇所に掲示する。注 1)

 

注１) 作業主任者一覧表には、労働安全衛生規則第 18 条の規定により、作業主任者の氏名及びそ

の者に行なわせる事項を記載する。 

注２) 「に準ずる者」は、現場で作業する者が、常時 10～49 人の場合、配置する。詳しくは、｢中

規模建設工事現場における安全衛生管理指針｣(平成５年３月31日付け基発第209号 労働省

労働基準局長 中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について)による。 

注３) ①店社安全衛生管理者を選任する場合には、元方事業者の現場にいる担当者（現場代理人等）

を記載する。統括安全衛生責任者は、事業の実施を統括管理する者を選任すること。元方安

全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任すること。統括安全衛生責任者及び元方安全

衛生管理者は、現場に常駐することが望ましい。 

【参考】中規模建設工事現場における安全衛生管理指針 

１ 趣 旨 

統括安全衛生責任者等の選任による統括安全衛生管理体制の整備が義務付けられていない中規

模建設工事現場において、元方事業者の統括安全衛生管理が不十分なことによる労働災害が多発

していることにかんがみ、中規模建設工事現場における統括安全衛生管理体制又は本店、支店、

営業所等による建設工事現場に対する指導体制の確立を図り、中規模建設工事現場における安全

衛生管理の充実を図ることを目的とする。 

２ 対象建設工事現場 

おおむね、労働者数 10～49 人規模の建設工事現場（統括安全衛生責任者又は店社安全衛生管理

者の選任が義務付けられている建設工事現場を除く。） 

統括安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○

会社名 ○○○○○ 

安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○

会社名 ○○○○○ 

安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○

店社安全衛生管理者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○

○○作業主任者

○○ ○○ 

△△作業主任者

○○ ○○ 

△△作業主任者

○○ ○○ 

□□作業主任者

○○ ○○ 

① 

② 

注 3）①店社安全衛生管理者 
又は 

②統括安全衛生責任者及び
元方安全衛生管理者

現場代理人等 

○○ ○○ 

会社名 ○○○○○ 

安全衛生責任者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○

元方安全衛生管理者 
  に準ずる者 注 2） 

○○ ○○
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３ 安全衛生管理体制の確立 

(１) 統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者又は店社安全衛生管

理者に準ずる者の選任

上記２の対象建設工事現場について元方事業者は、当該建設工事現場の状況に応じ建設工事現

場単位での統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者の選任又は当該

現場を管轄する本店、支店、営業所等（以下「店社」という。）において店社安全衛生管理者に

準ずる者の選任を行うものとする。 

この場合、元方事業者が、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者

を選任する場合においては、関係請負人は、安全衛生責任者に準ずる者を選任するものとする。 

(２) 統括安全衛生責任者に準ずる者の知識、経験等

( 以下、記載省略 )

(ｲ) 安全活動を下表のとおり実施する。

安全教育・安全訓練の月別全体計画 

(ｳ) 万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、（８）緊急時の体制及

び対応によるものとし、緊急時の連絡系統図を工事現場の見やすい場所に掲示する。

安全活動の内容 場 所 参 加 者 頻  度 摘  要 

朝 礼 現 場 全現場作業従事者 毎作業日 

作業ミーティング 事務所 職長 毎作業日 

ＫＹ活動 現 場 全現場作業従事者 毎作業日 

作業手順打合せ 現 場 各現場作業従事者 随 時 

新規入場者教育 事務所 

現 場 

新規入場者 随 時 

安全教育・安全訓練 事務所 全現場作業従事者 月当たり半日

以上 

月別全体計画は下

表 

災害防止協議会 事務所 安全管理担当者 月１回 協力会社を含む 

安全巡視 現 場 安全巡視員 毎作業日 常に腕章を着用 

店社安全パトロール 現 場 店社安全担当者 月１回 必要に応じて 

月 度 安全教育・安全訓練の計画 摘  要 

○月度 墜落･転落事故防止、○○○○、○○○○ 

○月度 重機事故防止、○○○○、○○○○ 

○月度 交通事故防止、○○○○、○○○○ 

○月度 過積載運搬の防止、○○○○、○○○○ 

○月度 熱中症対策、○○○○、○○○○、○○○○ 
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〈樹木剪定や草刈り等の役務を提供する工事（以下、保全工事等） 一般事項記載例〉 

（１）一般事項

・現場責任者として、作業員に作業内容、作業方法、作業範囲等の周知を行い、作業内容等の変

更が必要となった場合は、作業員に対し変更内容の周知を図った上で作業を行います。

・現場責任者が、やむを得ず現場を不在にする場合においても、現場の安全管理が適切に行われ

る体制を整えます。

（２）安全指針等の遵守 

・土木工事標準仕様書及び施工に関わる各安全指針を遵守し、常に工事の安全に留意し現場管理

を行い、災害の防止を図ります。

（３）誘導担当者の配置 

・建設機械作業を行う場合は、必ず誘導担当者を決め、接触事故が生じないよう誘導します。

・現場責任者は、工事前にオペレーターと誘導担当者に合図・誘導の方法の他、オペレーターの

視認性に関する死角についても周知します。
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【(４) 指定機械及び主要機械(船舶)】 

工事に使用する排出ガス対策型建設機械及び設計図書で使用が義務付けられた低騒音型・低振動型

建設機械等の指定機械ならびに主要機械(船舶)の機種、性能、台数等についての一覧表を作成する。 

〈作成例〉 

(４) 指定機械及び主要機械(船舶)

指定機械及び主要機械の使用計画は下表のとおり。

指定機械及び主要機械 使用計画表 

機 械 名 規 格 台数 

指 定 区 分 

摘 要 低振動

型 

低騒音

型 

排ガス 

対策型注) 

バックホウ 

バイブロハンマ 

ブルドーザー 

〃 

スタビライザ

…………… 

0.6㎥ 

16t 

15t 

20.7t 

処理幅2m 

…… 

107kw 

88kw 

97kw 

135kw 

265kw 

…… 

1 

1 

1 

1 

1 

… 

－ 

○ 

－ 

－ 

－ 

…… 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

…… 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

…… 

旧施設撤去、床掘り 

鋼矢板打ち込み 

築立、敷きならし 

敷きならし 

路床安定処理 混合 

…………… 

注) 排ガス対策型には、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)による

基準適合車を含む。 
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【(６) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)】 

主要工種について、工事の安全を考慮して施工順序等を記述する。ただし、一般的な施工方法は省

略するが、他工事との関係調整、地下埋設物件の対策、用排水調査、官公庁等への手続き、工事公害

に対する配慮、地元への周知、苦情に対する措置方法等も必要に応じて記述する。また、仮締切、仮

道路、仮橋、仮土留、防護工等主要な施設は記述する。主要な仮設工は必要に応じて構造計算書を添

付する。 

施工方法は、次の内容を参考に記載する。 

(ｱ) 一般事項

詳細な作業時間及び休日を明記する。

〈作成例〉 

作業時間及び休日は、次のとおりとする。なお、工程の関係又はその他の理由で、官公庁の休日

又は夜間において作業を行う場合は、事前にその理由を監督員に連絡する。ただし、現道上の工事

については書面等により通知（メールも可）する。 

ａ) 作業時間 

集合･体操･ＫＹ活動  8:00～ 8:15 

作業打合せ  8:15～ 8:25 

作業開始  8:25～ 

昼食休み 12:00～13:00 

後片付け 16:50～17:00 

作業終了 17:00 

＊現道上で交通規制を伴う工事については、別途、規制開始(解除)時間を記載する。 

ｂ) 休 日 

土曜日、日曜日及び祝日 

夏季休業  8 月○日～8月△日 

冬季休業 12 月○日～1月△日 

(ｲ) 具体的な施工方法

① 工事施工上の留意事項

工事箇所の作業環境(周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等)や主要な工種の施工時期(降

雨期、出水・渇水期等)等について記述する。これを受けて工事施工上の留意事項及び施工方法の

要点、制約条件(施工時期、作業時間、交通規制、自然保護等)、関係機関との調整事項について

記述する。 

また、準備工として工事に使用する工事用基準点・水準点、地下埋設物、地上障害物等に関す

る防護方法について記述する。 
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② 主要な工種毎の作業フロー

主要な工種毎の作業フローを記載するとともに、図面(平面図、断面図、構造図、概略図)等を

活用し、主な使用予定機械を含めて、簡潔に記述する。 

記載対象は、以下を標準とする。 

・主要な工種

・特記仕様書で指定された工法

・土木工事標準仕様書に記載されていない特殊工法

・特殊な立地条件や関係機関等への対応が必要とされる施工

③ 工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等

位置図や概要図等を用いて具体的に記述する。また、足場・支保工等の任意仮設及び指定仮設

については、必要により構造計算書等を添付する。 

その他、仮設備として仮設建物、工事材料･建設機械の仮置き場、場内運搬経路、仮排水、安全

管理に関する仮設備(工事標示板、立入禁止の柵、立入禁止の標示板等の保安設備)等について記

述する。 

なお、設計書において積み上げ計上された借地の契約を行った場合は、借地契約書の写しを添

付する。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－59 

〈作成例〉 

(ｲ) 施工方法

ａ) 作業フロー（場所打ち杭工）

杭 芯 出 し

掘削機械据付

ケーシング建込み

掘 削
ケーシング接続

掘 削 完 了

スライム処理

鉄筋かご建込み

トレミー管吊込み

コンクリーﾄ打設
ケーシング引抜き
トレミー管引抜き

掘削開口部養生

埋 戻 し

床堀・杭頭処理

掘削完了時 段階確認

支持層土質資料採取

鉄筋加工組立

鉄筋組立て完了時 段階確認

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 施工状況把握

施工完了時 段階確認
杭頭処理完了時 段階確認

（杭芯確認）

（鉛直度確認）

（支持層・根入長確認）

（掘削深度確認）

（沈降・杭底確認）
※スライム沈降時間は試
験杭にて確認する

（鉄筋かご天端高確認）

（ｺﾝｸﾘｰﾄ天端高確認）

凡 例

（ ）

作業内容

監督員による
段階確認・施工状況把握

請負者による施工管理内容
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ｂ) 仮設備計画 

① 工事用搬入路

工事用搬入路のため、工事現場の起終点２箇所に堤防裏小段に取りつく仮設搬入路を設置する。 

構造 天端幅 ３ｍ 縦断勾配 10％以内 

のり勾配 ２割 敷砂利（切込砕石） 10cm 厚 

仮設搬入路は堤体を切り欠かないように造成するとともに、工事完了後は撤去し原形に復旧する。 

② 水替設備

動力線を仮設し、電力 200Ｖ，200KVA を使用し、水中ポンプ４吋２台を据付け排水にあてる。

③ 運搬道路の維持補修

運搬道路の維持管理は十分行うこととし、特に路面の凹凸が著しい場合は切込砕石などにより補

修を行う。また、砂利道で砂ほこりの多い場合はただちに散水を実施する。 

※借地が必要な場合は借地契約書の写し
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第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－61 

(ｳ) 監督員による段階確認等

ａ）段階確認 

下表に示す確認時期において、監督員による段階確認を受ける。 

〈作成例〉 

段階確認報告書 

備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣・｢机上｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 

5 ｢机上｣確認については、メールによる提出も可とする。 

6 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

上記について、実施しました。 

専任監督員 

工 事 名 ○○○○工事

路線等の名称 ○○○○線

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 確認方法 
(臨場・机上、施工管理)

実施年月日 

A1 橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭

掘削長､支持地盤 

杭番号①,② 

掘削完了時 

８月頃 

〃 〃 
〃 

杭番号③,④ 

掘削完了時 

８月頃 

〃 〃 
〃 

杭番号⑤,⑥ 

掘削完了時 

８月頃 

〃 〃 
使用材料、設計図書

との対比 

杭番号①,②,③ 

鉄筋組立完了時

８月頃 

〃 〃 
〃 

杭番号④,⑤,⑥ 
鉄筋組立完了時

８月頃 

〃 〃 
基準高さ、偏心量、

杭径、杭頭処理状況 

杭番号①②③④⑤⑥ 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

９頃 

【愛知県　土木工事現場必携】　　



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－62 

ｂ）施工状況把握報告 

下表に示す施工時期に、監督員の施工状況把握を受ける。 

〈作成例〉 

施工状況把握報告書 

備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。 

3 確認方法欄は、監督員は｢臨場｣、工事監督支援業務により確認した場合は｢施工管理｣と記入する。 

4 ｢臨場｣確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。  

5 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

上記について、実施しました。 

専任監督員 

工 事 名 ○○○○工事

路線等の名称 ○○○○線

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 
確認方法 

(臨場、施工管理) 
実施年月日 

A1橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭

品質規格､運搬時

間､打設順序､天候､

気温 

杭番号①,② 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃

〃 〃 
〃 

杭番号③,④ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃

〃 〃 
〃 

杭番号⑤,⑥ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃

A2橋台 

場所打杭工 

オールケーシ

ング杭

〃 

杭番号①,② 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃

……… ……… ……… ……… 
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【（７）施工管理計画】 

施工管理計画については、施工管理基準及び写真管理基準に基づき、その管理方法について記載する。 

(ｱ) 工程管理

工程管理の方法を記述する。また、実施工程表どおりに工事が進捗しない場合の改善措置につ

いて記載する。 

〈作成例〉 

バーチャート方式により作成した実施工程表で総合的に管理するとともに、毎月５日までに工

事履行報告書を提出する。 

また、工期の３分の１を経過した時点で全体工程管理にマイナス 20％の差異が生じた場合は、

改善策を講じ変更実施工程表を監督員に提出のうえ管理する。 

(ｲ) 出来形管理

施工管理基準に基づき当該工事等に必要な測定項目、試験項目を記述する。主要なものは試験方

法、管理方法、試験場所等も記述する。維持作業は別途考慮する。 

〈作成例〉 

施工管理基準の出来形管理基準及び規格値に基づき、下表の工種・測定項目について出来形成果

表及び出来形図を作成し、出来形管理を行う。 

なお、舗装工事におけるコアー採取による厚さ測定位置については監督員の承諾を得る。 

出来形管理一覧表 

備考）鉄筋の測定項目及び規格値は、平均間隔ｄ ±φ、鉄筋のかぶりｉ ±φかつ鉄筋の最小かぶり

以上 注2)

工 種 

測定項目及び規格値（単位：mm） 

測 定 基 準 
基準

高 
厚さ 幅 

法長 

高さ 
延長 鉄筋 

河川土工 

盛土工 

法覆護岸工 

植生工(張芝工) 

基礎工(護岸) 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

水路工 

場所打水路工 

暗渠工 

場所打擁壁工 

集水桝工 

アスファルト舗装工

下層路盤工(小規模)

表層工(小規模)

……………… 

－50 

±30 

±50 

±30 

±30 

±50 

±30 

±50 

…… 

－50 

－20 

－20 

－20 

－45 

－ 9 

…… 

－100 

－30 

－30 

－50 

－30 

－30 

－50 

－25 

…… 

－100 

－100 

－30 

－100 

－30 

－30 

－50 

－30 

…… 

－200 

－200 

－200 

－200 

－200 

－200 

…… 

○ 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

1箇所毎測定 

下層路盤の厚さは水糸による方法で測定 注1) 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 

施工延長40ｍにつき1箇所測定 別途平坦性測定 

……………… 
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注１) 厚さを出来形管理基準及び規格値の測定基準による方法(掘り起こし)以外の方法(水糸

による方法、レベル測量による方法)で測定する場合に明記する。 

注２) 鉄筋のかぶりの規格値は下図による。 

主鉄筋の位置は±φ以内 

鉄筋のかぶりは最小かぶり以上 

最小かぶりはｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編：本編 13.2)参照 
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(ｳ) 品質管理

施工管理基準に基づき当該工事等に必要な測定項目、試験項目を記述する。主要なものは試験方

法、管理方法、試験場所等も記述する。維持作業は別途考慮する。 

〈作成例〉 

施工管理基準の品質管理基準及び規格値に基づき、下表の工種・試験項目について品質管理図表

を作成し品質管理を行う。 

なお、舗装工事における現場密度の測定位置については監督員の承諾を得る。 

品質管理一覧表 

設計数量 試験回数

試験成績

表等によ

る確認

材料 土の締固め

試験

JIS A 1210
－

当初及び土質の変化

した時

1回

施工 現場密度の

測定

RI計器を用

いた盛土の

締固め管理

要領(案)

1管理単位の現

場乾燥密度の

平均値が最大

乾燥密度の92%

以上

1日の１層あたり

の施工面積に応じ

て、左表の測定

点数とする

材料 アルカリシ

リカ反応抑

制対策

｢アルカリ骨

材反応抑制

対策につい

て｣

同左

－ － ○

塩化物総量

規制

｢コンクリー

トの耐久性

向上｣

0.3kg/m3以下 午前1回、午後1回
午前の試験結果が塩化物総量

の規制値の1/2以下の場合は、

午後の試験を省略する

試験基準

による

スランプ試

験

JIS A 1101 ±2.5cm
供試体採取毎に1回

5回

空気量測定 JIS A 1116､

1118､1128

±1.5%
供試体採取毎に1回

5回

圧縮強度試

験

(σ7､σ28)

JIS A 1108 1回の試験結果

は呼び強度の

85％以上、3回

の平均値は呼

び強度以上

日当たり打設量が50

ｍ3未満。打設量累計

50ｍ3ごとに１回

5回 σ28 5回

は公的機

関等で試

験

修正CBR試験 舗装調査・

試験法便覧

E001〔4〕-

68

修正CBR30以上 小規模工事：施工前

－ ○

骨材のふる

い分け試験

JIS A 1102 JIS A 5001

表2参照 － － ○
土の液性限

界･塑性限界

試験

JIS A 1205 塑性指数PI：6

以下 － － ○

施工 現場密度の

測定

舗装調査・

試験法便覧

G021〔4〕-

256

最大乾燥密度

の93%以上

X3 97%以上

3000㎡以下につき1

回（3個）

2回

(1回3個)

現場密度の

測定

舗装調査・

試験法便覧

B008〔3〕-

218

基準密度の94%

以上

X3 96.5%以上

3000㎡以下につき1

個(1工事当り3個以

上)

3個
事前審査

制度の認

定混合物

温度測定

(初期締固め

前)

温度計によ

る
110℃以上 随時

1日4回

(午前･午

後各2回)

外観検査

(混合物) 目視 － 随時 －
………… …… ……… …………… …………… ……………… ……… ……… ……… ………

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

再生密粒Aｓ

T=5㎝

舗設現

場

1,500㎡

規格値 試験時期・頻度

23,750m3

工種 種別

試験回数等 摘　要

(公的機

関等での

試験)

セメント･コ

ンクリート

24-8-25BB

(21-8-25BB)

施工

1,500㎡下層路盤

RC-40

T=20㎝

材料

250m3

試 験 方 法試験項目

河川土工

面積 

(㎡) 

0～ 

500 

500～ 

1000 

1000～ 

2000 

測定 

点数 
5 10 15 
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(ｴ) 写真管理

写真管理基準に基づき撮影計画を作成する。

工事写真は、写真管理基準に基づき写真管理を行い、撮影目的を明確にし、鮮明なものとする。

特に、完成後不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう注

意して撮影する。 

また、電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「愛知県 デジタル写真管理情報

基準(案)」によるものとする。 

〈作成例〉 

写真管理一覧表 

区分・工種 

写真管理項目 

摘 要 撮影項目 
撮影頻度 

〔撮影時期〕 

共
通
写
真

着手前 全景又は代表部分写真  着手前1回〔着手前〕 

完成 全景又は代表部分写真  施工完了後1回〔完成後〕 

工事施工中 全景又は代表部分の工事進捗

状況 

 月1回  〔月末〕 実施工程表に添付する 

安全管理 各種標識類の設置状況  各種類毎に1回〔設置後〕 

各種保安施設の設置状況  各種類毎に1回〔設置後〕 

交通誘導員交通整理状況  各1回 〔作業中〕 

安全訓練等の実施状況  実施毎に1回〔実施中〕 請負者保管。提出不要 

使用材料 

(積みブロック) 

(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管) 

形状寸法 

配筋(ｺﾝｸﾘｰﾄ製品) 

 各品目毎に1回〔使用前〕 品質証明に添付する 

品質証明（JISﾏｰｸ表示） 

※品質規格証明書に替えて品

質証明資料とする場合 

各品目毎に1回〔使用前〕 

検査実施状況  各品目毎に1回〔検査時〕 

出
来
形
管
理
写
真

盛土工 巻出し厚 100ｍに１回〔巻出し時〕 

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に

１回〔締固め時〕 

法長、幅 100ｍに1回〔施工後〕 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 厚さ(裏込) 40ｍに1回〔施工中〕 

法長 

厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ積) 

80ｍに1回(根入部は40ｍに１回)

〔施工後〕 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

鉄筋の組立て 平均間隔 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に1回

〔鉄筋組立て後〕 かぶり 

継手寸法 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 打継目処理状況 

締固施工状況 

工種種別毎に1回 

〔施工時〕 

ｼｭｰﾄ等と打込み面の高さが判

る写真を適宜 

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 養生状況 工種種別毎に1回、養生方法毎に

１回〔養生時〕  

 

品
質
管
理
写
真

盛土工 現場密度の測定 土質毎に1回 〔試験実施中〕 

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 塩化物総量規制 コンクリートの種類毎に1回〔試

験実施中〕 スランプ試験

空気量測定 

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験
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【（８）緊急時の体制及び対応】 

大雨、出水、強風等の異常気象時における作業現場の防災管理体制と災害発生時の対策及び作

業現場内において事故発生又はその恐れがある場合の体制と対策等について記述するほか、緊急

時の連絡系統、連絡方法も系統図で表示する。 

〈作成例〉 

(ｱ) 緊急時の体制

大雨、出水、強風等の異常気象時又は地震発生時において、災害発生の恐れがある場合、次の

災害対策組織による体制を整え、必要に応じて工事現場内及びその周辺を巡回し警戒にあたる。 

また、工事現場内において災害が発生した場合は、ただちに災害対策の体制により災害対策部

長以下、災害対策組織の職務分担により行動する。 

災害対策組織 

また、災害発生等の緊急時の連絡系統は下図のとおりとする。 

緊急時の連絡系統図 

 

 

注）発注者の休日・夜間における連絡先を確認すること。 

○○建設会社○○現場作業所
災害対策部長(現場代理人)

○○○○
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○

○ ○病院（救急指定）

℡○○○○○

○ ○ 消防署
℡○○○○○

○ ○ 警察署
℡○○○○○

○ ○建設会社（本社）
℡○○○○

工事担当 ○○課長
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○
安全担当 ○○課長

℡○○○○
夜間･休日℡○○○○

愛知県企業庁○○事務所
○○課
℡○○○○

○○労働基準監督署
℡○○○○○

○○ガス㈱
℡○○○○○

○○電力㈱
℡○○○○○

災害対策部長
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

災害対策副部長
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

情報連絡係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

対策係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

庶務係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

○ ○　係
○○○○

℡○○○○
夜間･休日℡○○

情報の収集、連絡

巡回、復旧、水防

資材調達、避難誘導

○○○、○○○

注）
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　また、南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合の臨機の措置を記述する（標準仕
様書1-1-33 16-2.南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について を参照）ほか、作
業員の緊急避難場所（避難経路を含む）を現場に明示する。
　加えて、熱中症における緊急連絡体制を記述するほか、工事関係者の見やすい場
所に明示する。ただし、明らかにWBGT が28 度以上又は気温が31 度以上とならな
い期間で作業を行う工事においては対象外とする。
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(ｲ) 南海トラフ地震臨時情報に伴う臨機の措置

 

(ｳ) 事故発生時の措置

① 付近の病院、所轄警察署、労働基準監督署などの関係機関等の連絡先を常に携帯します。

② 事故が発生した場合、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、直ちに関係

機関（所轄警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。

③ 事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。

〈保全工事等 一般事項記載例〉 

（１）一般事項

・現場責任者として、緊急時に作業員から連絡をうける体制を整えるとともに、付近の病院、所

轄警察署、労働基準監督署などの関係機関等の連絡先を常に携帯します。

（緊急時の連絡体制） 

注）発注者の休日・夜間における連絡先を確認すること。 

（２）事故発生時の対応 

・事故が発生した場合、現場責任者は、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、

直ちに関係機関（所轄警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。

・事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。

○○建設会社○○現場作業所
災害対策部長(現場責任者)

○○○○
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○

○ ○病院（救急指定）

℡○○○○○

○ ○ 消防署
℡○○○○○

○ ○ 警察署
℡○○○○○

○ ○建設会社（本社）
℡○○○○

工事担当 ○○課長
℡○○○○

夜間･休日℡○○○○
安全担当 ○○課長

℡○○○○
夜間･休日℡○○○○

愛知県企業庁○○事務所
○○課
℡○○○○

○○労働基準監督署
℡○○○○○

○○ガス㈱
℡○○○○○

○○電力㈱
℡○○○○○

注） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※ 本工事の施工条件及び施工内容を踏まえ、第三者及び現場内の安全確保に係る保全措置並
びに、津波避難を含む作業員等の安全確保に関する事項について記載する。 

(ｴ) 熱中症における緊急連絡体制
　※ 各々の現場の実情に合わせた熱中症による重篤化を防止するための実施手順を含めた緊
　　急連絡体制を記述する。
　　なお、工事関係者が見やすい場所に掲げるものであるため、別紙として添付してもよい。 
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【（９）交通管理】 

工事等に伴う交通対策と交通処理等について記述する。 

工事施工にあたっては、交通渋滞による社会的損失を極力抑えるため、路線の交通特性等を十分

検討(交通ピーク時をはずす、事前予告等)のうえ、交通処理計画を立てるものとする。 

また、具体的な保安設備(交通誘導警備員を含む)配置計画、通学路対策、支道及び出入り口対策、

主要資材の搬入・搬出経路、過積載運搬の防止対策等について詳しく記載する。 

迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び保安設備、迂回路標示板、道路標識(｢まわり道｣)の

配置図ならびに交通誘導警備員等の配置についても記載する。 

建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第 47 条第１項、車両制限令第３条における一般的制限

値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、

車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証の有効期限等の確認方法と確認頻

度）を記載する。 

〈作成例〉 

保安設備配置計画図に基づき工事標識、保安設備を完備するとともに、特に夜間交通に対するバ

リケード、保安灯などの配置には注意する。また、交通誘導警備員を配置計画図に基づき配置し、

一般交通及び歩行者に対する安全を確保する。

(ｱ) 盛土運搬に対する交通管理

① ダンプトラックには、当該工事の工事用車両であることを車両前部に表示し責任運行を行う。 

② 通学時間帯(○時～○時)の運行自主規制を徹底する。

③ 運搬指定経路の通行を厳守するとともに、現場内は徐行運転する。

④ 過積載運搬を防止するため次の対策を行う。

・○○○○○○○○

・○○○○○○○○

・以上のことにつき、下請負契約における受注者を指導する。

(ｲ) 盛土材料運搬経路図及び保安設備(交通誘導警備員を含む)配置計画図

交通誘導警備員 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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(ｳ) 特殊車両の通行

（１）運搬計画

（２）特殊車両の運行の確認を次のとおり行う。

・通行許可証による確認。（通行許可申請は、手続き期間を考慮して申請する。）

〈保全工事等 一般事項記載例〉 

（１）一般事項

・道路工事保安設備設置基準（以下「同基準：６章参照」）により、工事着手前にバリケードやカ

ラーコーン等を設置し、工事区域を明示して第三者の工事区域への立入を防止します。

・同基準（案）に基づいて交通誘導警備員を配置しますが、現場状況に応じて、監督員と協議して

適切な配置とします。

・建設機械を現道内で移動させる場合、道路関係法令を遵守するとともに、交通誘導警備員を配置

して起終点で一時通行止めを行い、一般車両の安全を確保します。

【（10) 環境対策 】 

工事現場周辺地域の生活環境の保全及び円滑な工事施工を目的として、環境保全対策及び騒音・

振動公害防止対策について記述する。 

① 騒音・振動・排出ガス対策

② 水質汚濁対策

③ 粉塵対策

④ 現場で日々発生する木屑･鉄線屑等の分別処理対策

⑤ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験の実施

⑥ 家屋調査、地下水位観測等の事業損失防止対策

〈記載例〉 

指定機械に記載の排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械を使用するとともに、工事

に伴って発生する振動・騒音については、特定建設作業実施届出書を提出のうえ、騒音規制法、

振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例を遵守する。また、単に工事による迷惑

を及ぼす程度であっても、できるだけ工事に伴う騒音、振動を生じないように努めるとともに、

重機等のエンジンを必要以上にふかさないようにする。 

河川の水質汚濁防止のため、排水にあたり沈砂タンクを据え付け泥分を沈殿させ、放流口に

は吸着材を張る対策を行う。 

工事中に地域住民の方から苦情、意見があった場合は誠意をもって丁寧に対応し、対応状況

をすみやかに監督員に報告する。  

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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【（11）現場作業環境の整備 】 

工事現場の現場環境改善は、周辺住民への生活環境に対する配慮や一般住民に対する建設事業の広

報活動、並びに現場労働者の作業環境の改善を行うことを目的とし、現場事務所、作業員宿舎、休憩

所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域とのコミュニケーションや

現場周辺の環境整備等が求められている。 

この主旨を理解し、工事現場の現場環境改善等について記載する。 

なお、設計図書において、現場環境改善対象工事と明示された場合は、標準仕様書第 1編 1－1－

33 第９項に定めにより実施する具体的な内容・実施期間を記載する。 

〇事業説明板（事業 PR看板）の仕様について 

事業説明板の仕様は下図のとおりとし、できる限り「あいくる材」を使用する。 

請負者は、レイアウトを工夫し原案を作成

すること。 

※イラストの使用などわかりやすい表示

方法を心掛ける。

140㎝ 

（136㎝） 

114㎝（110㎝） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※ 看板の規格は、「道路工事保安設備設置基準（平成30年３月改定）

愛知県建設局にある「工事中看板」の標示板と同等以上のものとする。

※ また、設計図書において、誰もが働きやすい現場環境整備工事と明示

された場合は、「誰もが働きやすい現場環境整備工事実施要領」により

実施する。

〈作成例〉
熱中症対策について、以下のとおり実施する。
・冷蔵庫の設置
・製氷機の設置
・日除けテントの設置
・ミスト扇風機の設置 等
実施期間：令和○年○月○日～令和○年○月〇日
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【（12）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 】 

再生資源の利用の促進に関する法律及び愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱に基

づき、再生資源の利用促進及び建設副産物の処理方法に関する事項を記述する。 

〈作成例〉 

（12）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

建設副産物適正処理推進要綱、再生資源の利用の促進について及び愛知県建設副産物リサ

イクルガイドライン実施要綱（以下｢ガイドライン実施要綱｣という。）、建設発生土（土砂）

等の利用と処理に関する実施要領（以下「建設発生土等の実施要領」）という。）、愛知県

あいくる材率先利用方針を遵守して、以下のとおり建設副産物の適正な処理及び再生資源の

活用を図る。また、産業廃棄物を運搬する車両には、定められた表示及び書面の備え付け(携

帯)を徹底する。  

なお、監督員から受領した建設リサイクル法通知済ステッカーを、工事現場の標識など公

衆が見やすい場所に貼付する。 
(ｱ) 再生資源の利用の促進

施工計画に際し、再生資源の利用の促進についての次の計画書を提出する。

・再生資源利用計画書（様式１）

・再生資源利用促進計画書（様式２）

・再生資源利用促進計画の作成に伴う結果確認票（建設発生土等の実施要領・様式４）

また工事完了時に次の実施書等を提出する。 

・再生資源利用実施書（様式１）

・再生資源利用促進実施書（様式２）

・あいくる材使用状況報告書(ガイドライン実施要綱・様式８)

・あいくる材使用実績集約表(ガイドライン実施要綱・様式９)

(ｲ) 建設副産物の適正処理

搬出する産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）により、適正に処理されて

いることを確認するとともに、マニュフェスト管理台帳を作成し管理する。 

建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された受入れ地について地形を実測し、資

料を提出する。 

また、搬出する建設発生土については搬出伝票を作成、管理し完了時に集計表を提出する。 

施工計画に際し、建設副産物の適正処理について添付資料を以下のとおりとする。 

・建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証の写し

・収集運搬、処理業者の許可証の写し

・廃棄物処理委託契約書の写し

・運搬ルート図

(ｳ) 電子データの提出

工事完了時に提出する以下の書類は、電子データを提出する。 

・あいくる材使用状況報告書(ガイドライン実施要綱・様式８)

・あいくる材使用実績集約表(ガイドライン実施要綱・様式９)

注１） 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書は、請負代金 100 万円以上のすべての工事

で、（一財）日本情報総合センター（JACIC）が管理運営する「建設副産物情報交換システム

（COBRIS）」により作成する。 

注２） 指定副産物（土砂 500m3以上、Co殻・As 殻・建設発生木材の合計が 200t 以上）を搬出、ま

たは建設資材（土砂 500m3以上、砕石 500t 以上、加熱 As 混合物 200t 以上）を搬入する工事
は、再生資源利用（促進）計画書及び結果確認票を工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示す

る。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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【（13）法定休日・所定休日（週休二日の導入） 】

 愛知県企業庁週休２日工事実施要領に基づき、本工事は、月単位の週休２日（完全週休２日）

工事として、以下の休工取得計画により工事を実施します。 

（作成例）土木工事の場合 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

工事名： 道路改良工事

受注者： 〇〇建設

発注者： △△△△事務所
工期： ～

分

全体日数 137 日 月単位の週休２日

当初設計 ○ 対象期間(単年) 129 日 対象月 5 ヶ月 現場閉所日 37 日

- ※ 準備期間(単年) 0 日 達成月 5 ヶ月

- 対象外(単年) 3 日 未達月 0 ヶ月 %

2025年度 ※現場閉所率が28.5%以上または土日日数以上で達成

- 現場閉所 0日 OK 現場閉所 5日 OK 現場閉所 9日

4 月 5 月 6 月

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場
閉所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場
閉所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場
閉所

達成
状況

1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 4 0 0 1 1 1 〇

7 8 9 10 11 12 13 0 0 5 6 7 8 9 10 11 0 0 2 3 4 5 6 7 8 2 2 〇

14 15 16 17 18 19 20 0 0 12 13 14 15 16 17 18 2 2 〇 9 10 11 12 13 14 15 2 2 〇

21 22 23 24 25 26 27 0 0 19 20 21 22 23 24 25 2 2 〇 16 17 18 19 20 21 22 2 2 〇

28 29 30 0 0 26 27 28 29 30 31 1 1 〇 23 24 25 26 27 28 29 2 2 〇

0 0 0 0 30 0 0

0日 5日 9日

OK 現場閉所 8日 OK 現場閉所 10日 OK 現場閉所 5日

7 月 8 月 9 月

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場
閉所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場
閉所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場
閉所

達成
状況

1 2 3 4 5 6 2 2 〇 1 2 3 2 2 〇 1 2 3 4 5 6 7 2 2 〇

7 8 9 10 11 12 13 2 2 〇 4 5 6 7 8 9 10 2 2 〇 8 9 10 11 12 13 14 2 2 〇

14 15 16 17 18 19 20 2 2 〇 11 12 13 14 15 16 17 2 2 〇 15 16 17 18 19 20 21 1 1 〇

21 22 23 24 25 26 27 2 2 〇 18 19 20 21 22 23 24 2 2 〇 22 23 24 25 26 27 28 0 0

28 29 30 31 0 0 25 26 27 28 29 30 31 2 2 〇 29 30 0 0

0 0 0 0 0 0

8日 10日 5日

完全週休2日

完全週休2日

35.7%

月単位

現場閉所日

着手・完成

工期

非対象期間

2025/9/25

凡例

現場閉所率

休日

月単位

完全週休2日

25.0%

30.0%

完全週休2日

月単位

2025/5/12

現場閉所率

現場閉所率

完全週休２日（土日）

月単位の4週8休

未達成

達成状況

2025年度

完全週休2日

28.6

25.8%

25.0%- 現場閉所率

現場閉所日数（参考）

全体現場閉所率（参考）

完全週休2日

月単位

現場閉所率

月単位月単位 現場閉所率

a130027100
スタンプ

a130027100
スタンプ
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【（14）その他 】 

その他、設計図書で施工計画書に明記又は記載するよう指定されているもの及び監督員の指示

事項を記述する。 

例として、創意工夫・社会性等に関する実施状況がある。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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８．施工体制台帳・施工体系図(記載例は p．2－76～79へ) 

(１) 請負者は、施工体制台帳及び施工体系図を所定の様式（参考）により作成し提出する。なお、

以下の添付書類については提示を求められた場合は速やかに応じなければならない。

・ 愛知県と元請業者との契約書の写し

・ 下請契約書の写し

・ 主任技術者の資格を証する書面又は監理技術者資格者証の写し

・ 主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面

・ 監理技術者補佐（配置する場合）の資格及び雇用を証する書面

・ 専門技術者（配置が必要な場合）の資格及び雇用を証する書面

・ 二次以下の下請負がある場合は、再下請負人との契約書の写し

(２) 建設業法第 24条の 8、標準仕様書第１編 1－1－12

(３) 工事着手までに写しを提出（変更が生じた場合は、その都度提出）

施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出する。なお、施工体系図提出毎の

施工計画書の変更は必要ない。

(４) 現場への掲示等

(ｱ) 施工体制台帳 工事現場に備える。 

(ｲ) 施工体系図 工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所にも掲示する。ただ

し、１箇所で２つの目的が達成できれば、１箇所の掲示でよい。 

注意事項 

(１) 施工体制台帳及び施工体系図の作成条件

→ 建設工事を施工するために下請負契約を締結した場合。（建設業法第 24 条の８、公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15条）

(２) 施工体制台帳に記載すべき内容

(３) 建設業法第 24条の 8第１項及び建設業法施行規則第 14条の２に掲げる事項

(４) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者（該当する工事のみ。詳しくは、

第２章 6．6-2 施工計画書の作成例(3)安全管理 p．2－51へ）

(３) 詳しくは、第 6章 6-6施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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施工体制 

【愛知県　土木工事現場必携】　　P.94
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場

I
D

○
○

ビ
ル

作
業

所
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2

所
長

名
谷

小
　

二
郎

提
出

日
　

令
和

４
年

　
５

月
　

６
日

現
作

女

主
職

安
能

習
１

特

未

再

（
注

）
３

．
各

社
別

に
作

成
す

る
の

が
原

則
だ

が
、

リ
ー

ス
機

械
等

の
運

転
者

は
一

緒
で

も
よ

い
。

（
注

）
４

．
資

格
・

免
許

等
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

（
注

）
１

１
．

記
載

事
項

の
一

部
に

つ
い

て
、

別
紙

を
用

い
て

記
載

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

（
注

）
７

．
雇

用
保

険
欄

に
は

右
欄

に
被

保
険

者
番

号
の

下
４

け
た

を
記

載
。

（
日

雇
労

働
被

保
険

者
の

場
合

に
は

左
欄

に
「

日
雇

保
険

」
と

記
載

）
事

業
主

で
あ

る
等

に
よ

り
雇

用
保

険
の

適
用

除
外

で
あ

る
場

合
に

は
左

欄
に

「
適

用
除

外
」

と
記

載
。

（
注

）
８

．
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
及

び
中

小
企

業
退

職
金

共
済

制
度

へ
の

加
入

の
有

無
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

欄
に

「
有

」
又

は
「

無
」

と
記

載
。

（
注

）
９

．
安

全
衛

生
に

関
す

る
教

育
の

内
容

（
例

：
雇

入
時

教
育

、
職

長
教

育
、

建
設

用
リ

フ
ト

の
運

転
の

業
務

に
係

る
特

別
教

育
）

に
つ

い
て

は
「

雇
入

・
職

長
特

別
教

育
」

欄
に

記
載

。

（
注

）
１

０
．

建
設

工
事

に
係

る
知

識
及

び
技

術
又

は
技

能
に

関
す

る
資

格
（

例
：

登
録

○
○

基
幹

技
能

者
、

○
級

○
○

施
工

管
理

技
士

）
を

有
す

る
場

合
は

、
「

免
許

」
欄

に
記

載
。

（
注

）
５

．
健

康
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

健
康

保
険

の
名

称
（

健
康

保
険

組
合

、
協

会
け

ん
ぽ

、
建

設
国

保
、

国
民

健
康

保
険

）
を

記
載

。
上

記
の

保
険

に
加

入
し

て
お

ら
ず

、
後

期
高

齢
者

で
あ

る
等

に
よ

り
、

国
民

健
康

保
険

の
適

用
除

外
で

あ
る

場
合

に
は

、
左

欄
に

「
適

用
除

外
」

と
記

載
。

（
注

）
６

．
年

金
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

年
金

保
険

の
名

称
（

厚
生

年
金

、
国

民
年

金
）

を
記

載
。

各
年

金
の

受
給

者
で

あ
る

場
合

は
、

左
欄

に
「

受
給

者
」

と
記

載
。

技
能

者
ID

は
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

へ
登

録

し
て

い
る

場
合

記
入

。

該
当

工
事

に
お

け
る

役
割

を
記

入
。

元
請

の
現

場
代

理
人

を
記

入
。

被
保

険
者

番
号

の
下

4桁
を

記
入

。

建
設

工
事

に
係

る
知

識
及

び
技

術
又

は
技

能
に

関
す

る
資

格
を

記
入

。
新

規
入

場
者

教
育

を
実

施
し

た
年

月
日

を
記

入
。

事
業

主
で

あ
る

等
に

よ
り

雇
用

保
険

の
適

用
除

外
で

あ
る

場
合

に
は

「
適

用
除

外
」
と

記
入

。

現
場

ID
は

建
設

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
シ

ス
テ

ム
へ

登

録
し

て
い

る
場

合
記

入
。

作
業

員
名

簿
を

提
出

す
る

一
次

請
け

の
会

社
名

を
記

入
。

事
業

者
ID

は
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

へ
登

録
し

て
い

る

場
合

記
入

。

作
成

者
が

一
次

下
請

負
業

者
の

場
合

は
記

入
不

要
。

二
次

以
降

の
場

合
は

何
次

請
負

な
の

か
と

会
社

名
を

記
入

。

事
業

者
ID

 は
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

へ
登

録
し

て
い

る
場

合
記

入
。

安
全

衛
生

に
関

す
る

教
育

の
内

容
に

つ
い

て
記

入
。

免
許

よ
り

は
権

限
が

限
定

さ
れ

、
特

別
教

育
よ

り
は

高
度

な
業

務
を

行
う

こ

と
が

可
能

な
技

能
講

習
を

受
講

し
て

い
る

場
合

記
入

。

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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谷
小

建
設

（
株

）
福

川
工

業
（
株

）
山

賀
電

機
（
有

）

谷
小

　
二

郎
福

川
　

太
郎

山
賀

　
太

郎

谷
小

　
二

郎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

原
山

　
太

郎
福

川
　

四
郎

山
賀

　
太

郎

担
当

工
事

内
容

冷
暖

房
･給

排
水

設
備

工
事

金
山

　
次

郎
山

賀
　

太
郎

元
方

安
全

衛
生

管
理

者
有

　
・

無
有

　
・

無
有

　
・

無
有

　
・

無

担
当

工
事

内
容

古
川

　
五

郎

統
括

安
全

衛
生

責
任

者

谷
小

　
二

郎

橋
末

産
業

（
株

）
浪

本
鉄

筋
工

業
（
有

）
山

倉
土

木
（
株

）

橋
末

　
太

郎
浪

本
　

太
郎

山
倉

　
太

郎

永
竹

　
太

郎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

武
田

　
四

郎
松

田
　

一
郎

山
倉

　
三

郎

橋
末

　
次

郎
松

田
　

一
郎

山
倉

　
三

郎

有
　

・
無

有
　

・
無

有
　

・
無

有
　

・
無

高
辺

工
務

店
（
株

）

高
辺

　
太

郎

○
○

○
○

○

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

高
辺

　
八

郎

高
辺

　
八

郎

有
　

・
無

有
　

・
無

有
　

・
無

有
　

・
無

施
工

体
系

図
（
作

成
例

）

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

　
工

期

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

鉄 筋 工 工 事

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当
型 枠 工 工 事

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

令
和

 2
年

 8
月

 1
0
日

 ～
 3

年
 2

月
 1

日

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

照 明 設 備 工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

専
門

技
術

者

△
△

商
事

株
式

会
社

○
○

ビ
ル

新
築

工
事

主
任

技
術

者

安
全

衛
生

責
任

者

工
期

構 内 電 気 設 備 ・ 照 明 設 備 工 事

　
自

　
　

令
和

　
2
年

　
 
　

4
月

　
 
 
 
5
日

　
至

　
　

令
和

　
3
年

　
 
　

3
月

　
 
 
1
4
日

担
当

工
事

内
　

　
容

主
任

技
術

者

　
工

期

安
全

衛
生

責
任

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

　
工

期

副
  

  
会

  
  

長

発
注

者
名

工
事

名
称

元
請

名
・

事
業

者
ID

監
督

員
名

監
理

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

会
  

  
長

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

令
和

 2
年

 4
月

 1
1
日

 ～
 3

年
 3

月
 1

日

会
社

名
・

事
業

者
ID

工 事

　
工

期
令

和
 2

年
 4

月
 1

2
日

 ～
 2

年
 1

2
月

 1
0
日

専
門

技
術

者

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

許
可

番
号

専
門

技
術

者

　
工

期
令

和
 2

年
 4

月
 2

3
日

 ～
 2

年
 1

2
月

 1
日

工 事

特
定

専
門

工
事

の
該

当

代
表

者
名

許
可

番
号

専
門

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

監
理

技
術

者
補

佐
名

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

専
門

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

年
月

日
～

年
月

日

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

担
当

工
事

内
　

　
容

専
門

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

工 事

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

一
般

/
特

定
の

別

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

主
任

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

　
工

期
令

和
 2

年
 4

月
 2

3
日

 ～
 2

年
 1

0
月

 1
0
日

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
　

　
容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

担
当

工
事

内
　

　
容

　
工

期
令

和
 2

年
 5

月
 2

日
 ～

 2
年

 8
月

 1
日

工 事

担
当

工
事

内
　

　
容

　
工

期
年

月
日

～
年

月
日

特
定

専
門

工
事

の
該

当

会
社

名
・

事
業

者
ID

代
表

者
名

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

主
任

技
術

者

　
工

期

一
般

/
特

定
の

別

作
成

建
設

業
者

が
置

い
た

監
理

(主
任

)技
術

者
の

氏
名

作
成

建
設

業
者

の
商

号
名

称

作
成

建
設

業
者

が
専

門
技

術
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

作
成

建
設

業
者

が
監

理
技

術
者

補
佐

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

一
次

下
請

を
監

督
す

る
た

め
に

作
成

建
設

業
者

が
監

督
員

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

作
成

建
設

業
者

が
統

括
安

全
衛

生
責

任
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

注
意

１
．

色
付

き
部

分
は

建
設

業
法

で
定

め
ら

れ
た

記
載

事
項

で
す
。

２
．

説
明

書
き

の
後

に
＊

印
が

あ
る

部
分

は
置

か
な

い
場

合
も

あ
る

の
で

、
そ

の
と

き
は

記
載

不
要

で
す

。
３

．
下
請

負
人
が

建
設
業

の
許
可

を
受
け

て
い
な

い
場
合

は
下

請
負

人
に

関
す

る
「

主
任

技
術

者
」

「
専

門
技

術
者

」
に

か
か

る
部

分
は

記
載

不
要

で
す

。

コ ン ク リ ー ト 工 ・ 足 場 等 仮 設 工 ・

鉄 筋 工 ・ 型 枠 工

鉄 筋 設 置 時 の 重 量 物 の 揚 重

運 搬 配 置

作
成

建
設

業
者

が
発

注
者

と
締

結
し

た
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た

工
期

作
成

建
設

業
者

が
元

方
安

全
衛

生
管

理
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

下
請

負
人

の
商

号
名

称

下
請

負
人

の
代

表
者

の
氏

名 下
請

負
人

の
建

設
業

許
可

番
号

（
＊

）

下
請

負
人

が
安

全
衛

生
責

任
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

（
＊

）

下
請

負
人

が
置

い
た

主
任

技
術

者
の

氏
名

及
び

特
定

専
門

工
事

の
該

当
の

有
無 （
＊

）

下
請

負
人

が
専

門
技

術
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

及
び

担
当

す
る

工
事

の
具

体
的

内
容

（
＊

）

下
請

負
人

が
請

負
っ

た
建

設
工

事
の

契
約

書
に

記
載

さ
れ

た
工

期
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９．建設業退職金制度 

建設業退職金制度（以下、建退協）への加入が必要な場合、同制度に請負者は加入する。対象と

なる労働者の数と日数を把握し、証紙を必要枚数購入する。 

建退協に加入した場合、請負者は監督員へ掛金収納書を提出しなければならない。ただし、自社及

び下請負会社全ての作業員に対しての退職金制度がある場合は必要ない。 

(１) 掛金収納書：請負者から監督員へ提出

(２) 建設業退職金共済証紙貼り付け状況報告書等、配布枚数が確認できる書類（受け払い簿等）：

監督員から請求があった場合、提示 

(３) 標準仕様書第１編 1－1－49

(４) 契約後１ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、契約後 40 日以内）に提出

（例外措置あり。詳しくは以下の注意事項を参照のこと） 

(５) 工事完成時、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督員に提示

注意事項 

(１) 建設業退職金制度に加入している場合、標識を掲示する。

→ 様式は、建退協支部で交付を受ける。

(２) 掛金収納書を契約締結後１ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、契約後 40 日以

内）に提出できない場合は？

→ 提出できない理由（作業員の数が確定しない等）、提出が可能となる時期を書面にして監督

員へ提出。様式は請負者の任意。また、社印等は必要無い。 

(３) 他工事で余っている証紙を活用したい場合は？

(４) 企業庁が発注した他工事において、購入した証紙であれば使用を認める。ただし、その場合

は、残数、企業庁が発注した他工事により購入したことが明らかでなければならない。監督員

が確認し、使用を認める。 

 また、新たに購入した証紙での掛金収納書を提出する場合、他工事で購入した枚数を書面に

して提出する。 

例：購入した工事での掛金収納書（購入した枚数）と、貼り付け状況報告書（使用した枚数）

を請負者に提示してもらう。（購入した枚数―使用した枚数で、余っている枚数が分かる。） 
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１０．工事打合簿(記載例は p．2－82 へ) 

(１) 請負者発議及び発注者発議（監督員）がある。

(２) 各通知内容により、根拠は異なる。

(３) 必要が生じた場合、その都度提出。

注意事項 

※様式にあて名（愛知県企業庁長・○○所長等）があるものについては、工事打合簿は必要と

しない。（例：現場代理人等通知書・請負代金内訳書・完了通知・請求書等）

※情報共有システムの対象である場合、運用にあたっては「愛知県情報共有運用ガイドライ

ヱ」及び、「愛知県企業庁発注工事における情報共有システム運用の手引き」に基づき実施す

ること。

※発注者、請負者間において、承諾された結果の確認に対する処理は、「受理」にチェックを入れ
る。

※請負者は発議する協議又は承諾の回答について、回答希望日を監督員へ報告し、監督員は回答

希望日までに回答するよう対応する。ただし、回答希望日までに回答が困難な場合は、請負者

と工程に与える影響を打ち合わせるとともに回答予定日を請負者に連絡する。
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１０－１．施工計画書の提出 

作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-6 

提出時期 工事着手前 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して

提出しないものとする。  

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出

□その他（   ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負者名：△△△△建設株式会社 

（内容） 

施工計画書を提出します。 

（希望回答日 令和△△年△月○○日） 

添付図 葉、その他添付図書 施工計画書 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

令和  年 月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 

発議者以外の処理・回答に対し、 

回答が必要な場合に記載する。 

それ以外は、見え消し等をする。 
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１０－２ 工事材料の品質規格に関する資料(製品ｶﾀﾛｸﾞ等)の提出 

作成根拠 標準仕様書 第 2編 第 1章 第 2節 第 1項 

提出時期 工事材料の使用前 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して

提出しないものとする。 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出

□その他（ ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負業者：△△△△建設株式会社

（内容） 

工事材料の品質規格に関する資料(製品ｶﾀﾛｸﾞ等)を提出します。 

  １ 材 料 名 △△△△△△

  ２ 使用工種 △△△△△△

添付図 葉、その他添付図書  製品カタログ等  

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

令和  年 月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－３．労働安全衛生法第 30 条第 2項の規定に基づく指名 
作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-33 第 17 項 

提出時期 2 以上の請負者が一の場所で作業する前 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して

提出しないものとする。 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 ■発注者 □請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、 

下記の請負者を指名します。 

記 

ＡＡ建設株式会社（工事名 ａａａａ工事） 

（通知先一覧）  

ＡＡ建設株式会社（工事名 ａａａａ工事） 

ＢＢ建設株式会社（工事名 ｂｂｂｂ工事） 

ＣＣ建設株式会社（工事名 ｃｃｃｃ工事） 

添付図 葉、その他添付図書 ） 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年 月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（      ） 

令和△△年△△月○○日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－４－１．概算金額等を協議する場合の記載例 

作成根拠 愛知県企業庁設計変更ガイドライン

（統合版） 

提出時期 工事協議書の締結の前段階又は同時期 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して提出

しないものとする。 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 ■発注者 □請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
■指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

１．愛知県企業庁公共工事請負契約約款第19条第4項(第20条)により、別紙のとおり設計図書の 

変更を指示する。 

  設計変更内容（別紙に示す仕様書・図面等による） 

２．本設計変更に関わる請負代金の変更概算金額（及び延長必要日数）については、以下の

とおり協議する。 

  なお、この変更概算金額（及び延長必要日数）については、変更契約額を拘束するも 

のではなく、後日の変更契約に係る参考値として位置付けるものである。よって、本協 

議に関する契約変更については、愛知県企業庁公共工事請負契約約款第(24 条)25 条により、 

後日変更契約協議を行う予定である。 

  概算金額 約 △△百万円増の見込み 

延長必要日数 約 △日増の見込み 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年 月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（      ） 

令和△△年△△月○○日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－４－２．概算金額等を協議する場合の記載例 

作成根拠 愛知県企業庁設計変更ガイドライン

（統合版） 

提出時期 工事協議書の締結と同時期 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙に出力して提出

しないものとする。 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

交通整理員の追加について 

  標記について、追加特記仕様書第△△条に基づき、別紙のとおり協議します。 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について ■指示・□承諾・■協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

1.愛知県企業庁公共工事請負契約約款第 19 条により、別紙のとおり設計図書の変更を行うように指示する

2.本設計変更に関わる請負代金額の変更概算金額(及び延期必要日数)については別紙のとおり協議する

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

令和  年 月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－５．履行報告 
作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-30 

提出時期 毎月５日までに報告 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙

に出力して提出しないものとする。 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

令和〇〇年〇月の履行状況 

予定：〇〇．〇％ 

実施：△△．△％ 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

令和  年 月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－６．休日又は夜間作業届けの通知（現道上の工事） 
作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-44 

提出時期 休日(又は夜間)作業の前日まで 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙

に出力して提出しないものとする。 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 □発注者 ■請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

休日(又は夜間)作業を次のとおり実施したいので、理由を付して通知します。 

１ 作業日・作業時間 ○○年○○月○○日(○曜日)  午前○:○○～午後○:○○

２ 作 業 内 容  ○○○○○○

３ 休日(又は夜間)作業現場責任者 ○○○○○○ (電話○○○○○○) 

４ 理 由  ○○○○○○

添付図 葉、その他添付図書 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・■受理 します。 

□その他（         ） 

令和△△年△△月○○日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。 

□その他（      ） 

令和  年 月  日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－７．工期変更の事前協議

作成根拠 標準仕様書 第 1編 1-1-17 

提出時期 工期変更事由が生じた日から 7日以内 

提出部数 2 部 (処理･回答後、双方が各 1部保管) 

情報共有システムを使用する場合は、別途紙

に出力して提出しないものとする。 

工  事  打  合  簿 
発 議 者 ■発注者 □請負者 発議年月日 令和△△年△月△△日 

発 議 事 項 
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 △△△△△△△△工事

請負業者：△△△△建設株式会社 

（内容） 

○○○は、約款第24条の工期変更協議の対象であることを確認したので、工期変更協議の開始

日を、○○年○○月○日とすることを通知します。 

よって、協議開始日までに、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添 

付の上、監督員と協議して下さい。 

添付図 葉、その他添付図書 

処

理

・

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。 

□その他（         ） 

令和  年  月  日 

請

負

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・■受理 します。 

□その他（      ） 

令和△△年△△月○○日 

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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１０－８．工事打合簿等一覧表（参考） 

【愛知県　土木工事現場必携】　　

※紙による提出の場合 



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－91 

１１．材料確認 

材料確認は、標準仕様書第２編 第１章第２節 工事材料の品質に基づき行う。 

材料確認は、以下の手順によって行う。 

(１) 事前に、工事材料の品質規格に関する資料（製品カタログ等）を工事打合簿に添付して、

請負者が監督員へ提出する。

以下は、二通りの方法に分かれる。 

(ｱ) 材料確認書の提出を求められている材料について（監督員の確認を受けて使用すべきものと

指定された工事材料）（記載例は p．2－95 へ）

(２) 材料報告書により監督員の確認が必要な材料について、施工計画書の主要資材の計画表に

記載する。監督員は、一部の材料かサンプルと品質規格証明書等をもとに、指定された材

料の品質と規格が発注者の要求するものに適合しているかの確認を行う。

(ｲ) (ｱ)以外の材料

(２) 工事材料の品質を証明する資料（試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明

書）及び、設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果を、監督員または

検査員から請求があった場合、請負者は提示する。これらの書類は、工事完成時に提出する。

なお、設計図書において見本または、品質を証明する資料を監督員に提出しなければなら

ないと指定された工事材料については、工事材料を使用するまでにこれを提出しなければな

らない。 

いずれの場合も、材料確認はなるべく監督員が臨場して行うこと。 

図 11－1に、材料確認の流れを示したので、参照されたい。 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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図 11-1 書類のやりとり 

注 1)      内の数字は、標準仕様書第 2 編第 1 章第 2 節の項を示す。 

注 2) 指定材料の確認は、発注者が求める品質規格と、請負者が設計図書から解釈される材料の品質規格の照合

を図る行為である。このため確認は、一部の材料かサンプルと品質規格証明書等をもとに、指定された材料

の品質と規格が、発注者が要求するものに適合しているかを確かめる。ただし、設計図書で全数確認が指定

されている場合は、全ての材料を確認する。 

注 3) 標準仕様書において試験を行うこととしている主な工事材料は表 11-1 のとおり。 

第 10項他

［材料報告書］ 

 外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料 

(設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料) 

監

督

員

現

場

代

理

人

等

受理 

(提示) 

(請求) 

工事完成時に提出 

第２項 工事材料の品質を証明する資料 

第４項 設計図書において試験を行うことと

している工事材料の試験結果 注３） 

施工計画

書の主要

資材計画

表を元に

作成し保

管する 

注１）  ［工事打合簿］ 

第１項工事材料の品質規格に関する資料(製品ｶﾀﾛｸﾞ資料等) 
事前に

提出 

工事完成時に提出 

確認 注２） のうえ確認日、

方法を記入 

［材料報告書］ 

［材料報告書］ 

第２項 第４項 同 上 

第５項見本または、工事材料の品質を証明する資料 
事前に

提出 

確認 
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表 11-1 試験を行うこととしている主な工事材料について 
標準仕様書において試験を行う

こととしている主な工事材料 
試験内容 

公的機関等

での試験 
摘  要 

鋼  板 

（JISマーク表示品以外かつミルシート

照合不可な主部材） 

機械試験 ― 

第 4 編第 4 章水門 4-3-2 材料 

第 4 編第 5 章 堰 5-3-2 材料 

第 6 編第 1 章砂防堰堤 1-3-2 材料 

第 7 編第 4 章鋼橋上部 4-3-2 材料 

第 7 編第 8 章鋼製シェッド 8-3-2 材料 

第 7 編第 15 章道路修繕 15-3-2 材料 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 

(JIS ﾏｰｸ表示品以外) 

機械試験 

(引張試験) 
要 第 2 編第 1 章第 2 節工事材料の品質 第 7 項 

ポストテンションの 

PC 鋼線・PC 鋼棒 

(JIS ﾏｰｸ表示品以外) 

機械試験 

(引張試験) 
要 第 2 編第 1 章第 2 節工事材料の品質 第 8 項 

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品

(あいくる材を除いた JIS ﾏｰｸ 

表示品以外) 

性能試験 

(曲げ試験等) 
― 

第 2 編第 1 章第 2 節工事材料の品質 第 9 項 

(使用量が「一定量」※未満、かつ、特記仕様書に

性能試験が明示されていない場合は省略可) 

レディーミクスト

コンクリート

強度試験 

(σ7、σ28) 
要(σ28) 

第 3 編 2-3-2 工場の選定 第 4項 

品質管理基準及び規格値 p148 

フレア溶接継手の

施工前試験

機械試験 

(引張試験) 
要 

土木学会 鉄筋定着・継手指針（令和 2 年 3 月）

p145 

｢品質管理基準及び規格値｣にお

いて種別「材料」に関する試験

を行うこととしている工事材料 

｢品質管理基準

及び規格値｣に

よる 

同 左 
｢品質管理基準及び規格値｣の｢試験成績表等によ

る確認｣に該当する試験項目を除く 

※｢一定量｣は、ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品(JIS ﾏｰｸ表示品以外)に類似する JIS ﾏｰｸ表示品の検査ロットの大きさの 1/3 の数量

とし、その数量は次表を参照。

表 11-2 JIS 製品の検査ロット 

検査ロット
の大きさ

摘 要

暗きょ類 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 300本 JISA5371附属書A推奨仕様A-1 100本

平板 2000個 JISA5371附属書B推奨仕様B-1 660個

境界ﾌﾞﾛｯｸ 1000個 　同 上　 推奨仕様B-2 330個

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 50000個 　同 上　 推奨仕様B-3 16000個

路面排水溝類 Ｌ型側溝 1000個 JISA5371附属書C推奨仕様C-1 330個

積みﾌﾞﾛｯｸ 1000個 JISA5371附属書D推奨仕様D-1 330個

大型積みﾌﾞﾛｯｸ 500個 　同 上　 推奨仕様D-2 160個

くい類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄくい 3000本 JISA5372附属書A推奨仕様A-1 1000本

大型積みﾌﾞﾛｯｸ 500個 JISA5372附属書B推奨仕様B-1 160個

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 1000枚 　同 上　 推奨仕様B-2 330枚

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 300本 JISA5372附属書C推奨仕様C-1 100本

組合せ暗きょﾌﾞﾛｯｸ 1000個 　同 上　 推奨仕様C-3 330個

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 100本 　同 上　 推奨仕様C-4 33本

ﾏﾝﾎｰﾙ類 ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 300個 JISA5372附属書D推奨仕様D-1 100個

Ｕ型側溝 1000個 JISA5372附属書E推奨仕様E-1 330個

上ぶた式Ｕ型側溝 1000個 　同 上　 推奨仕様E-2 330個

落ちふた式Ｕ型側溝 1000個 　同 上　 推奨仕様E-3 330個

Ｌ型側溝 1000個 　同 上　 推奨仕様E-4 330個

フリューム 500個 JISA5372附属書F推奨仕様F-1 160個

組立土留め 1000個 　同 上　 推奨仕様F-2 330個

共同溝類 ケーブルトラフ 1000個 JISA5372附属書G推奨仕様G-1 330個

ポール類 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 3000本 JISA5373附属書A推奨仕様A-1 1000本

道路橋用橋げた 400本 JISA5373附属書B推奨仕様B-1 130本

合成床版用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ板 20製造ﾗｲﾝ 　同 上　 推奨仕様B-3 6製造ﾗｲﾝ

道路橋用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 400枚 　同 上　 推奨仕様B-4 130枚

擁壁類 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 1000枚 JISA5373附属書C推奨仕様C-1 330枚

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ管 50本 JISA5373附属書D推奨仕様D-1 16本

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 100本 　同 上　 推奨仕様D-2 33本

くい類 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄくい 3000本 JISA5373附属書E推奨仕様E-1 1000本

路面排水溝類

舗装・境界ﾌﾞﾛｯｸ類

ﾌﾞﾛｯｸ式擁壁類

擁壁類

暗渠類

ＪＩＳ製品の検査ロットの大きさ ＪＩＳ製品の検
査ロットの大き
さの1/3の数量プレキャストコンクリート製品の種類

用排水路類

暗きょ類

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ無筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾟﾚｽ
ﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
製品

橋りょう類
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図 11-2 公的機関等での材料試験 

注) 公的機関等は、第 6 章 6-38 公的機関等一覧表を参照 

 

図 11-3 供試体検印証の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

請 負 者 

発 注 者 

公的機関等 注) 

試験成績書 

(公的機関等毎の様式) 

試験成績書 

（公的機関等の様式） 

試験依頼書(公的機関等毎の様式) 

供試体検印証を写真撮影し試験依頼書の

記載内容を確認 

供試体に供試体検印証を貼付 

供試体検印証の記載例

発注機関 ○○水道建設課 発注機関 ○○水道建設課

施工者 尾張建設（株） 施工者 尾張建設（株）

工事名 道路改良工事 工事名 道路改良工事

部位 ボックスカルバート底版 部位 橋台･橋脚

規格 24-8-25 ＢＢ 規格 SD345　D25

採取日　 平成17年3月10日 採取日　 平成17年2月28日

検印証の使用例
１）記載事項
①施工者 略称でもよい (例)○○JV
②工事名 略称でもよい (例)道路改良(○号工）
③部位 採取したロット等 (例)A1橋台ﾌｰﾁﾝｸﾞ
④監督員

検印証の記入用具は、黒の油性ボールペン又は細字油性マジック
押印又は上記のペンによる署名

２）コンクリート供試体に入れるときの注意
①供試体１体につき1枚の検印証を供試体の上面下約2～3cmの側面に入れる。
②検印証の表面(記載面）に十分グリスを塗り付け、供試体型枠に手で押して貼り付ける。

３）鉄筋供試体に貼り付ける時の注意
①供試体１片につき1枚の検印証を鉄筋供試体に貼り付ける。

採取に臨場した発注者又は請負者の印又は記名（記名とは氏又は名を記す
だけでよい）

コンクリート検印 鉄筋等検印

監督員

愛知県企業庁検印証

愛

知

監督員

愛

知

愛知県企業庁検印証
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材  料  確  認  書 

備考）１設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料を対象とし、確認結果

が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2確認方法欄は、監督員は「臨場」・「机上」、施工管理業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。 

3工事完成後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

上記について、実施しました。 

専任監督員 

工 事 名 ○○○○工事

路線等の名称 ○○○○線

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内

材料名 品質規格 単位 搬入数量 
確  認  欄 

備考 
確認年月日 確認方法 合格数量 

残存型枠 

B1200 
H600 
t30 

枚 30 2023/7/22 臨場 30 
工場品質

証明書 

同 上 

B600 
H600 
t30 

枚 20 2023/8/26 臨場 20 同 上 

……… …… … …… …… …… …… ……… 

作成根拠 標準仕様書第 2編第 1章第 2節第 10項他 

提出時期 指定材料の使用前 

提出部数 １部 

【愛知県　土木工事現場必携】　　
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１２．段階確認報告書、施工状況把握報告書（記載例は、p．2－97） 

(１) 請負者から監督員へ提出

(２) 標準仕様書第１編 1－1－22

(３) 当該工種施工前までに提出

注意事項 

（１） 段階確認、施工状況把握の違いは？

→ どちらも施工状況を監督員が把握する行為。だが、段階確認は請負者の臨場を必要とする。 

(２) あらかじめ段階確認の項目を把握しておく（標準仕様書第１編1－1－22及び第３章3－

3(2)段階確認及び施工状況把握 p．3－20を参照）

(３) 施工計画書に記載された、段階確認一覧表、施工状況把握一覧表等で確認。（記載例は、

第２章 2－2 ７．施工計画書(6)(ｳ)p．2－61を参照。）

(４) 段階確認を監督員が臨場し実施した場合は、該当箇所の出来形管理写真を省略することと

している。（写真管理基準ｐ2 参照）

(５) 段階確認報告書に添付する資料は、請負者が作成する出来形管理資料に、監督員等が確認

した実測値を書き加えたものとする。

(６) 段階確認の流れは、図 12-1 のとおり。

図 12-1 段階確認の流れ 

現

場

代

理

人

等

段階確認報告書を保管 

実施日を通知の 

うえ段階確認 

施工計画書

に添付 
［段階確認報告書］ 

(種別、細別、施工予定時期等) 

臨場による段階確認 

臨場し､施工管理記録を提示 

机上による段階確認 

施工管理記録、写真を提示 

工事完成時に提出 ［段階確認報告書］ 

［段階確認報告書］ 

記載内容確認し、 

記名 

監

督

員
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段階確認報告書 

工  事 名 ○○○○工事

路線等の名称 ○○○○線

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内

請 負 者 名 ○○建設㈱

工  期 令和 ２年 ５月２９日 ～ 令和 ３年 ３月 ２４日 

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 
確認方法 

(臨場･机上､施工管理) 

実施 

年月日 

A1 橋台 

場所打杭工 
オールケー

シング杭

掘削長､支持地盤 

杭番号①、② 

掘削完了時 

８月頃 臨場 8／26 

〃 〃 
〃 

杭番号③、④ 

掘削完了時 

８月頃 

〃 〃 
〃 

杭番号⑤、⑥ 

掘削完了時 

８月頃 

〃 〃 
使用材料、設計図書

との対比 

杭番号①、②、③

鉄筋組立完了時

８月頃 臨場 8／26 

〃 〃 
〃 

杭番号④、⑤、⑥

鉄筋組立完了時

８月頃 

〃 〃 
基準高さ、偏心量、

杭径、杭頭処理状況 

杭番号①②③④⑤⑥ 

施工完了時 

杭頭処理完了時 

９月頃 

A2 橋台 

場所打杭工 
……… ……… ……… ……… ……… 

備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入すること 
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」・「机上」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。 
4「臨場」確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。
5「机上」確認については、メールによる提出も可とする。 
6 工事完成後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

上記について、実施しました。 

専任監督員 
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施工状況把握報告書 

工  事 名 ○○○○工事

路線等の名称 ○○○○線

工 事 場 所 ○○市○○町○○地内

請 負 者 名 ○○建設㈱

工  期 令和 ２年 ５月２８日 ～ 令和 ３年 ３月 １８日 

種  別 細 別 項  目 実施予定時期 
確認方法 

(臨場､施工管理) 

実施 

年月日 

A1 橋台 

場所打杭工 
オールケー

シング杭

品質規格､運搬時間､

打設順序､天候､気温 

杭番号①、② 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃
施工管理 10／23 

〃 〃 
〃 

杭番号③、④ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃 臨場 10／25 

〃 〃 
〃 

杭番号⑤、⑥ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃

A2 橋台 

場所打杭工 
オールケー

シング杭

〃 

杭番号①、② 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

１０月頃 臨場 10／29

……… ……… ……… ……… ……… ……… 

備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。 

2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入すること 
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。 
4「臨場」確認の立会状況写真は、工事完了写真としての提出のみとし、本書への添付は必要ない。 
5 工事完成後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。 

上記について、実施しました。 

専任監督員 
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１３．休日・夜間作業 

(１) 請負者から監督員に連絡（現道上の工事については通知）

(２) 標準仕様書第１編 1－1－44

以下、現道上の工事の場合 

(３) 工事打合簿により施工前までに通知

注意事項 

(１) 設計図書（特記仕様書）又は施工計画書にあらかじめ官公庁の休日に作業を行うと記載して

いる場合は、連絡及び通知の必要はない。

(２) 記載例は、第２章 2－2 10．工事打合簿（10－6 休日作業届）を参照のこと。

１４．履行報告 

(１) 請負者から監督員へ報告

(２) 標準仕様書第 1編 1－1－30

(３) 毎月５日までに報告。（履行報告）詳しくは、注意事項を参照のこと。

(４) 工事打合簿に添付して報告

注意事項 

(１) 請負者は、前月までの履行状況を、実施工程表により毎月５日までに報告する。

(２) 報告は、工事着手の月から工事完成月の前月まで（例：３月 20日工期の場合、２月末日

までの実施工程表を３月５日までに報告するものが最終）

※ただし、最終月の報告については監督員との協議により省略することができる。

(３) 実施工程表の記事欄には、変更契約及び工程に関わる事項が発生した日に、その内容を記載

する。（例：条件変更確認通知、工事協議書、変更契約、工期延期、工程見直し（20%の差違）） 
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１５．支給品・発生品 

１５－１．支給品受領書 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 標準仕様書第１編 1－1－19

(３) 支給品を受領した時。

１５－２．支給品精算書 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 標準仕様書第１編 1－1－19

(３) 工事完成時に提出。（工事完了前に支給品の精算が可能である場合は、その時点）

１５－３．現場発生品届（現場発生品調書） 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 標準仕様書第１編 1－1－20

(３) 監督員が指定した期日

注意事項 

(１) 監督員は、支給材料を用いる場合は設計図書に明記する。

(２) 支給品の引き渡し場所、期日は設計図書又は監督員の指示による。

(３) 監督員は、引き渡す支給品の状態を把握し、悪い状態で引き渡さない。

(４) 設計図書に定められていない現場発生品が発生した場合

→ 請負者が監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品届を提

出し、監督員の指定した期日、場所で引き渡す。

(５) 監督員は、支給品、現場発生品について、物品（資産）管理を行う担当への報告を行うこと。
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１６．事故報告 

１６－１．事故発生報告書(記載例は p．2－102へ) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 標準仕様書第１編 1－1－36

(３) 監督員が指示する期日までに。

(４) 現場写真等の関係資料については、作成でき次第速やかに提出する。

１６－２．事故速報(記載例は p．2－103) 

(１) 監督員から本庁主務課へ報告

(２) 標準仕様書第１編 1－1－36

(３) 請負者からの事故報告を受け次第、速やかに提出する。

１６－３．事故報告書(記載例は p．2－104) 

(１) 監督員から主務課を経由して管理部総務課へ報告

(２) 標準仕様書第１編 1－1－36

(３) 請負者から提出のあった事故発生報告書を添付し、所属長の意見を記入後提出する。

注意事項 

(１) 事故が発生した場合、現場代理人は被災者の救助を最優先とする。また、事故発生の監督員

への通報を迅速に行う。その後、事故発生報告書を作成する。

(２) 監督員と現場代理人の連絡方法は、夜間・休日の場合も想定した上、工事着手前にあらかじ

め打ち合わせておくこと。各事務所により連絡手段が異なるので、必ず確認すること。また、

監督員は転勤時等に、各事務所での連絡手段を確認しておくこと。
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事  故 発  生  報  告  書 

令和  年  月  日 

愛知県 所長 殿 

請負者 住所 

氏名 

（名称及び代表者氏名） 

下記のとおり事故が発生したので報告します。 

記 

１ 発生年月日 

２ 被害者の氏名、住所 

３ 年令、職業 

４ 工 事 名 

５ 工  期 

６ 請負代金額 

７ 事故の概要 

８ 人身障害、物損の程度 

※事故速報は「工事現場において発生した事故に関する事故速報等の取扱いについて」

(平成24年4月20日付け 24企総第58号)による。

第一報は、電話等で行う。 

被災者の安全を第一に行動すること！ 
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様式 1

事  故  速  報 
  年  月  日 

発信者
所属

受信者
所属 ○○○ ○事務所○○課

職氏名 職氏名

事故 年月日  年  月  日 () 午前 時 天候 

発生 場所

被害者

氏名・年齢

住所

職業

請負者

会社名

及び

代表者名

所在地

(請負者) 

現場責任者

現場代理人

(企業庁) 

現場責任者

監督員

職・氏名

住所及び氏名

主任技術者

住所及び氏名

工事の概

要

工事名

工期   年  月  日～  年  月  日

請負金額 ￥ 円（消費税含む）

事故の概要

人身傷害・物損の程度

その他参考事項

備考)所定欄に記載できないときは、別紙に必要事項を記入のうえ添付するものとする。
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別紙様式 

事故報告書 
（ ○○○事務所）

事故発生年月日 令和  年  月  日（ ）午前・午後  時  分頃 

工事名 

路線等の名称 

工事場所 

契約者 

契約日・工期 令和 年 月 日契約 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

請負金額 円 

工事の概要 

事故発生場所 

被害者 

氏名 

住所 

職名 

事故の概要 

人身障害・物損の程度 

所属長の意見 

所轄警察署・労働基準監

督署の見解 

事務所担当課・担当名・

内線 

課 内線 

※ 添付書類として、設計書、図面、現場の状況がわかる写真等を添付すること。

例：工事概要資料、事故概要説明資料、事故経過説明資料、被災状況説明資料、施工方法説明資料、

安全管理状況説明資料、再発防止策説明資料、その他参考資料 

休業日数が分かれば記入するとよい 
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１７．部分使用 

１７－１．部分使用について(協議)(様式第 74) 

(１) 発注者から請負者へ提出

(２) 標準仕様書第 1編 1－1－28

(３) 部分使用が必要と判断された時点

１７－２．部分使用同意書(様式第 75) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 標準仕様書第 1 編 1－1－28

(３) 部分使用について(協議)受理後

注意事項 

(１) 請負者は、部分使用に同意した場合、契約約款第 35 条及び標準仕様書 1－1－28 部分使用に

基づき検査担当者による検査を受けなければならない。

１８．安全管理書類 

 工事中の安全確保は大変重要であるため、施工計画書に記載するとともに最新の関係法令や仕様書

により、十分な安全管理を行う必要があり、その結果を記録したものが安全管理書類となる。 

請負者は、安全管理書類を整理しておき、施工途中に監督員が、もしくは検査時に検査員が安全管

理に関する資料の提示を求めた場合は応じなければならない。（全て提出不要） 

１９．創意工夫 

 創意工夫に関する事項については、具体的な実施内容と方法、及びその効果や目的を施工計画書に

記載し、事前に監督員の確認を受けること。また、施工中に追加して創意工夫を実施する場合につい

ても、事前に監督員の確認を受けることとし、必要事項を報告すること。 

 実施状況の報告は様式のみの報告とし、添付資料は必要により写真１枚程度とする。なお、監督員

が詳細な内容に関する資料等を求めた場合は、提示しなければならない。 
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２０．工事記録 

工事記録は具体的な作業内容について、日報等（任意様式)で記録すること。 

なお、監督員から請求があった場合には、速やかに提示すること。 

２１．交通誘導警備員の配置実績報告 

交通誘導警備員の配置実績の報告を工事完成時に提出する。

　なお、実績を証明する伝票等については、監督員から請求があった場合には、速やかに提示すること。

２２．大気汚染防止法(参考様式１、参考様式２) 

(１) 解体等工事の請負者は石綿使用の有無について事前調査を実施し、発注者へ説明する。

（参考様式１）

(２) 事前調査の結果について、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲

示する。（参考様式２）

(３) 解体等工事の事前調査の義務付けの詳細については愛知県建設局｢大気汚染防止法の一部

を改正する法律に係る対応について（令和３年７月 28 日）｣及び愛知県建設局「大気汚染

防止法による事前調査の報告義務化の対応について（令和４年３月８日）」によるものと

する。
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【参考様式１】 

説 明 書

令和 年 月 日 

（発注者） 殿 

（請負者）住    所 

商号又は名称 

代表者氏名 

  大気汚染防止法第１８条の１５第１項の規定により、当該解体等工事の事前調査の結果等に係る

事項について下記のとおり説明します。 

記 

１ 工 事 名 

２ 路線等の名称 

３ 工 事 場 所 

４ 説明内容 （施行規則第16条の7） 

①調査を終了した年月日

②調査の方法

□設計図書による確認

□目視による調査

□分析調査による確認

③調査を行った者の氏名及び資格

④事前調査の結果

□ 当該解体等工事が特定工事※１に該当しない

□ 当該解体等工事が特定工事※１に該当する（別添１による）

□ 当該解体等工事が届出対象特定工事※２に該当する（別添２による）

※１特定工事とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

※２届出対象特定工事とは、石綿を多量に発生し、又は飛散させる原因となる吹付け石綿・石綿含有

保温材・断熱材・耐火被覆材の除去、封じ込め又は囲い込みを行う建設工事

［担当者名・連絡先等］ 

１ 担 当 者 氏 名 

２ 会社名、部・課名 

３ 電 話 番 号 
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【別添１】 

当該解体等工事が特定工事に該当する場合の説明内容 

①特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の

種類並びにその使用箇所及び使用面積

②特定粉じん排出等作業の種類

③特定粉じん排出等作業の実施の期間

④特定粉じん排出等作業の方法

⑤特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

⑥特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

【別添２】 
当該解体等工事が届出対象特定工事に該当する場合の説明内容 

①特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の

種類並びにその使用箇所及び使用面積

②特定粉じん排出等作業の種類

③特定粉じん排出等作業の実施の期間

④特定粉じん排出等作業の方法

⑤④に掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第18条の19各号に掲げる措置を

当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

⑦特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

⑧特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

⑨下請負人が特定粉じん排出作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者

の氏名及び連絡場所

法 18 条の 15

第 1 項 

二 イ～ニ 

規則 16条の 8 

(10 条の 4 

第 2 項) 

法 18 条の 15 

第 1 項 

二 イ～ニ 

三 ロ 

規則16条の7 

(10 条の 4 

第 2 項 

一～四) 
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【参考様式２】 

大気汚染防止法第18条の15第1項による事前調査結果について 

大気汚染防止法第18条の15第1項による事前調査結果を同法同条第5項の規定により

掲示します。(施行規則第16条の10) 

（請負者）住 所： 

名 称： 

代表者氏名： 

  １．事前調査を行った者 

  ２．事前調査を終了した年月日 

  ３．事前調査の方法 

  ４．事前調査の結果 

□当該解体等工事が特定工事に該当する

（特定建築材料の種類： ） 

□ 当該解体等工事が届出対象特定工事に該当する

（特定建築材料の種類：   ） 

□当該解体等工事が特定工事に該当しない

用紙サイズ ： JIS A 列３番の用紙に相当する、長さ４２．０センチメートル、幅２９．７センチメートル以上又は

長さ２９．７センチメートル、幅４２．０センチメートル以上 

(施行規則第 16 条の 9) 

文字の大きさに規定はないが、公衆に見やすいように配慮すること 
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２３．完了通知(様式第 85) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 契約約款第 33条、標準仕様書第 1編 1－1－25

(３) 注意事項を参照のこと。

注意事項 

(１) 完了通知を提出する時は、次に掲げる要件をすべて満たしていることが条件となる。

→ ① 設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。

② 監督員の請求した改造が完了していること。

③ 設計図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資

料の整備が全て完了していること。

④ 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結してい

ること。

→ 完了通知受理後、検査を受け、引き渡しとなる。検査の流れについては、第４章検査関

係 p．4－1を参照のこと。
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２４．請求書(様式第 102、103) 

(１) 請負者から発注者へ提出

(２) 契約約款第 34条

参考 「一般会計」はインボイス対応不要。

一般会計にかかる事業は、消費税法上、課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額を同額

とみなす特例が認められているため、消費税の申告義務が免除されている(消費税法第 60 条

第 6 項)。また、適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除される

ため、一般会計についてはインボイスの対応は不要。 

〇 愛知県企業庁は課税対象となる「地方公営企業会計」です。愛知県企業庁へ請求する場合
は次項を参考にインボイス制度対応の適格請求書を提出すること。
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年 月 日

殿

契約者 住所

氏名

下記のとおり請求します。

1．

2．

3．

4． 年 月 日

5． 金 円

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

2 金額の数字は、アラビア数字を用い頭に「金」を記入のこと。

3 訂正又は抹消した箇所には、押印すること。

様式第102（第62条関係）

部　分　払　請　求　書

愛知県公営企業管理者

企 業 庁 長

（ 所 長 ）

千 百 拾 円

名称及び
代表者名

登録番号

記

億 千万 百万 拾万 万

路 線 等 の 名 称

ただし、下記工事の出来形　 　パーセントに対する契約代金の第　 　回部分払金。

工 事 名

（ 地 区 ）

工 事 場 所

契 約 締 結年 月日

契 約 金 額

6． 支 払 方 法
口
座
振
替

銀行 支店

当座 、普通 第 番

＜「適格請求書必要事項」の記入書式＞ 
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年 月 日

金 円

〇　消費税対象及び消費税額等

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

様式第102のつづき

請　求　金　額　内　訳　書

前 払 金
受 領 年 月 日

契約金額 金 円

前 払 金
受 領 額

回
数

出 来 形
パ ー セ ン ト

出 来 形 に 対 す る
９ /10 の 金 額

部 分 払
受 領 済 額

出 来 形 に 応 じ た
前 払 金 額

今 回 請 求 額

％ 円 円 円 円 円

部 分 払 額

回
数

消費税及び地方消費税
10％対象

消費税及び地方消費税の額

計

＜「適格請求書必要事項」の記入例＞ 
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様式第103（第63条関係）

月 日

殿

下記のとおり請求します。

消費税及び地方消費税　10％対象　 　円

（消費税及び地方消費税の額　 　円）

ただし、下記工事の契約代金

1.

2.

3.

4.

5.

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金　 　円）

6.

7.

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

2 金額の数字は、アラビア数字を用い頭に「金」を記入のこと。

3 訂正又は抹消した箇所には、押印すること。

（ 地 区 ）

工 事 場 所

契 約 金 額

裏 面

支 払 方 法

工 事 名

路 線 等 の 名 称

当座、普通

銀行

第 番

支店

受 領 済 内 訳

円

愛知県公営企業管理者

企 業 庁 長

( 所 長 ）

口
座
振
替

金

年契約締結年月日

年

氏名

住所

名称及び
代表者名

月 日

円百 拾千拾万

登録番号

拾億

記

請 求 書

契約者

億 千万 百万 万

＜「適格請求書必要事項」の記入書式＞ 
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様式第103のつづき

〇　直近の部分払請求書に記載された消費税対象及び消費税額等

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

円

前 払 金 額 金 円

第 回部分払金額 金 年 月 日

月 日年

第 回　　　〃　　　 金 円

第 回　　　〃　　　 金 円

年 月 日

年 月 日

第 回　　　〃　　　 金 円

第 回　　　〃　　　 金 円

年 月 日

年 月 日

第 回　　　〃　　　 金 円

第 回　　　〃　　　 金 円

年 月 日

年 月 日

受 領 済 額 計 金 円

計

回
数

消費税及び地方消費税
10％対象

消費税及び地方消費税の額

＜「適格請求書必要事項」の記入例＞ 

前項の部分払請求書（様式 102 つづき）の消費税対

象及び消費税額等にに記載する額を記入 

（直近のものに限る） 
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参考 建設リサイクル法関係書類 

１．説明書 
 説明書は、落札者決定後、特約事項、別表を添付して発注者へ提出する。説明書の記

載例は、p．2－118 のとおり。具体的な注意事項、契約後の事務の流れは、第6章 

6-24 公共工事に係る建設リサイクル法事務取扱要領を参照のこと。

これらの書類は、建設リサイクル法により提出が義務づけられている。 

（１）添付様式 別表３ 分別解体等の計画等 

（２）添付様式 様式３ 特記事項 

注意事項 

（１）発注者は、建設リサイクル法の対象工事である場合、特記仕様書にその旨を明示し
ておく。 
（２）監督員は、説明書を受け取った後、記載内容（特記事項、別表３を含めて）を確認
する。
（３）説明書の記載内容（特記事項、別表 3を含めて）確認後、契約担当課へ提出する。
（４）契約担当課は、特記事項を契約書に添付し、契約を締結する。
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説 明 書 
令和 ２年 １０月 １４日 

愛知県○○事務所長  殿 

住        所 愛知県△△市□□町９－９９ 

商号又は名称 株式会社 ××建設 

代 表 者 氏 名 代表取締役社長 ×× 太郎 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、対象建設工事の

分別解体等の計画等に係る事項について説明します。 

記 

１ 工 事 名           中小河川改良工事 

２ 路線等の名称 一級河川 ○○川 

３ 工 事 場 所             愛知県△△市××町地内 

４ 工 期 工事着手予定日 △△年 △△月 △△日

工事完了予定日 △△年 △△月 △△日

※実際に現場に着手する日及び工事が完了する日を記載すること

５ 添付資料 

① 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）

□ 別表１（建築物に係る解体工事）

□ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））

■ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））

② 特記事項（様式１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）

□ 様式１（建築物に係る解体工事）

□ 様式２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））

■ 様式３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））

③ その他（添付する場合）

□ （ ） 

［担当者名・連絡先等］ 

１ 担当者氏名            ×× 一郎 

２ 会社名、部・課名 ××建設事業部 

３  電 話 番 号            0569-99-9999 
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分別解体等の計画等 

【愛知県　土木工事現場必携】　　



第２章 ２－２ 書類作成の手引き 

2－120 

様式３(記載例) 

特 記 事 項 
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合） 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）第 13条第 1項及び特

定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)第4条の規定に基づき、

契約書において記載すべき事項の内容は、次のとおりとする。 

１、分別解体の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工程 作業内容 分別解体等の方法（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

②土工 土工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

④本体構造 本体構造の工事 

■有 □無

□ 手作業

■ 手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

□有 □無

□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用

⑥その他

（ ） 

その他の工事 

□有 □無

□ 手作業

□ 手作業・機械作業の併用

注）該当する項目の□にチェックマークを記入する。 

２、解体工事に要する費用（直接工事費）      ○○ 円(税抜き) 

３、再資源化等をするための施設の名称及び所在地 裏面の通り 

４、特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 

（直接工事費） ○○  円(税抜き) 
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